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令和７年第２回氷川町議会定例会会議録（第１号） 

 

令和７年３月１０日 

午前１０時００分開議 

於       議場 

 

１．議事日程（１日目） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 

日程第 ５ 議案第 ３号 氷川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を 

      改正する条例について 

日程第 ６ 議案第 ４号 氷川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す 

      る条例について 

日程第 ７ 議案第 ５号 氷川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正 

      する条例について 

日程第 ８ 議案第 ６号 氷川町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条 

      例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第 ７号 氷川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一 

      部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第 ８号 氷川町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条 

      例について 

日程第１１ 議案第 ９号 氷川町消防団条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第１０号 氷川町防災会議条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第１１号 氷川町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す 

      る条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第１２号 氷川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

      を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第１３号 氷川町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

      について 

日程第１６ 議案第１４号 氷川町税条例の一部を改正する条例について 

日程第１７ 議案第１５号 氷川町税の徴収等の特例に関する条例の一部を改正す 

      る条例について 

日程第１８ 議案第１６号 令和６年度氷川町一般会計補正予算（第８号）につい 

      て 

日程第１９ 議案第１７号 令和６年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第 

      ２号）について 

日程第２０ 議案第１８号 令和６年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第３号） 
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について 

日程第２１ 議案第１９号 令和６年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算（ 

      第２号）について 

日程第２２ 議案第２０号 令和６年度氷川町下水道事業会計補正予算（第４号）に 

ついて 

日程第２３ 議案第２１号 令和７年度氷川町一般会計予算について 

日程第２４ 議案第２２号 令和７年度氷川町国民健康保険特別会計予算について 

日程第２５ 議案第２３号 令和７年度氷川町介護保険特別会計予算について 

日程第２６ 議案第２４号 令和７年度氷川町後期高齢者医療特別会計予算につい 

      て 

日程第２７ 議案第２５号 令和７年度氷川町下水道事業会計予算について 

 

２．出席議員は次のとおりである（１２名）。 

１番  飯 田 健 二        ２番  西 尾 正 剛 

３番  木 下   厚        ４番  吉 川 義 雄 

５番  長 尾 憲二郎        ６番  松 田 達 之 

７番  清 田 一 敏        ８番  三 浦 賢 治 

９番  上 田 健 一       １０番  片 山 裕 治 

１１番  上 田 俊 孝       １２番  米 村   洋 

 

３．欠席議員はなし 

 

４．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  山 本 昭 義   書 記  三 好 裕 子 

 

５．説明のため出席した者の職氏名 

町    長  藤 本 一 臣   副 町 長  平   逸 郎 

教 育 長  西 村   裕   総 務 課 長  増 永 光 幸 

企画財政課長  西 村 憲 志   税 務 課 長  平 山 早 苗 

町 民 課 長  坂 本 哲 也   福 祉 課 長  尾 崎   徹 

農業振興課長  陳 野 国 司   農 地 課 長  坂 梨 俊 弘 

建設下水道課長  白 丸 浩 二   地域振興課長  村 上 孝 治 

会計管理者  柿 本 宏 樹   学校教育課長  増 住 豪 二 

生涯学習課長  荒 平 健 二   代表監査委員  島 田 博 行 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（米村 洋君） 皆さん、おはようございます。 

ただいまから、令和７年第２回氷川町議会定例会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（米村 洋君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則１２０条の規定によって、１１番、上田俊

孝君、１番、飯田健二君を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 ２ 会期の決定 

○議長（米村 洋君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日から３月１４日までの５日間としたいと思

いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日から３月１４日までの５日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 ３ 諸般の報告 

○議長（米村 洋君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 今回受理した陳情１件は、お手元に配付のとおりです。最終日に意見書の発議を行

います。 

次に、例月現金出納検査が実施され、その報告書が提出されていますので報告しま

す。 

次に、令和６年第２回八代生活環境事務組合議会定例会が開催され、会議録が提出

されていますので報告します。 

次に、氷川町及び八代市中学校組合議会定例会が開催され、令和６年第２回会議録

及び令和７年第１回会議結果の報告が提出されていますので報告します。 

なお、これらの報告書及び会議録は議会事務局に保管してありますので、ご自由に

閲覧願います。 

次に、令和７年１月１９日から２０日までの間、長崎県対馬市役所において、上田

俊孝君、三浦賢治君、長尾憲二郎君が、漂着ごみ対策について自主研修をしましたの

で報告します。 

 次に、令和７年２月１２日から１４日まで、町長に同行していただき、全議員で愛

知県名古屋市役所、安城市役所、幸田町役場において、工業団地・企業誘致をメイン

とした研修を行い、岐阜県羽島市のまもるんパン缶工場の視察を行いましたので報告

します。 

次に、長年にわたり地方自治の振興・発展に顕著な功績があったと認められた議員

へ表彰状が届いておりますので、伝達を行います。 

全国町村議会議長会表彰並びに熊本県町村議会議長会表彰に、議員在籍１５年以上

の表彰者として、上田俊孝君、三浦賢治君、松田達之君の３人です。それでは、上田
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副議長から順次、演壇前にお進みください。 

表彰状、熊本県氷川町、上田俊孝殿。あなたは町村議会議員として多年にわたり地

域の振興発展に寄与されたその功績は誠に顕著であります。よってここにこれを表し

ます。令和７年２月５日、全国町村議会議長会会長、渡部孝樹。 

おめでとうございます。 

○１１番（上田俊孝君） ありがとうございます。 

○議長（米村 洋君） 表彰状、八代郡氷川町議会副議長、上田俊孝殿。あなたは多

年地方自治の振興に貢献せられ、その功績は顕著であります。よってここにこれを表

します。令和７年２月２１日、熊本県町村議会議長会長、上田孝。 

おめでとうございます。 

○１１番（上田俊孝君） ありがとうございます。 

○議長（米村 洋君） 三浦議員。 

表彰状、熊本県氷川町、三浦賢治君。あなたは町村議会議員として多年にわたり地

域の振興発展に寄与されたその功績は誠に顕著であります。よってここにこれを表し

ます。令和７年２月５日、全国町村議会議長会会長、渡部孝樹。 

おめでとうございます。 

○８番（三浦賢治君） ありがとうございます。 

○議長（米村 洋君） 三浦議員、もう一つあります。 

表彰状、八代郡氷川町議会議員、三浦賢治殿。あなたは多年地方自治の振興に貢献

せられ、その功績は顕著であります。よってここにこれを表します。令和７年２月２

１日、熊本県町村議会議長会会長、上田隆。 

おめでとうございます。 

○８番（三浦賢治君） ありがとうございます。 

○議長（米村 洋君） 松田議員。 

表彰状、熊本県氷川町、松田達之殿。あなたは町村議会議員として多年にわたり地

域の振興発展に寄与されたその功績は誠に顕著であります。よってここにこれを表し

ます。令和７年２月５日、全国町村議会議長会会長、渡部孝樹。 

おめでとうございます。 

○６番（松田達之君） ありがとうございます。 

○議長（米村 洋君） 表彰状、八代郡氷川町議会議員、松田達之殿。あなたは多年

地方自治の振興に貢献せられ、その功績は顕著であります。よってここにこれを表し

ます。令和７年２月２１日、熊本県町村議会議長会会長、上田孝。 

おめでとうございます。 

○６番（松田達之君） ありがとうございます。 

○議長（米村 洋君） ここで、上田俊孝君、三浦賢治君、松田達之君の３人で演壇

よりご挨拶をお願いいたします。 

上田副議長。 

○１１番（上田俊孝君） 皆さん、改めましておはようございます。 

思い起こせば、平成１９年の初当選以来、４期連続当選させてもらいました。 

これはひとえに皆さま方のおかげでございます。 

任期中、氷川町の発展のため、ますます頑張りたいと思いますので、皆さんのご指

導をよろしくお願いします。ありがとうございます。 

○議長（米村 洋君） 三浦議員。 

○８番（三浦賢治君） 皆さん、おはようございます。 
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栄誉ある全国議長会の会長さんの表彰を頂きました。 

これからも氷川町発展のために、精いっぱい頑張っていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○議長（米村 洋君） 松田議員。 

○６番（松田達之君） おはようございます。 

本当に今２人のほうからお話がございましたように、本当に１６年間お世話になり

ました。 

今後も、氷川町のため頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。お世話

なります。 

○議長（米村 洋君） このたび、表彰を受けられた３人におかれましては、誠にお

めでとうございます。 

今後ますますのご活躍をご祈念いたします。表彰状の伝達を終わります。 

これで、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 ４ 行政報告 

○議長（米村 洋君） 日程第４、行政報告について、町長から発言の申出がありま

した。これを許します。町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） 皆さま、おはようございます。 

二十四節気の一つ啓蟄を過ぎまして、春の訪れを感じることとなりました。 

議員各位には日々ご活躍のこととお喜びを申し上げます。 

本日は、令和７年第２回氷川町議会定例会を招集をいたしましたところ、議員各位

には公私ともにお忙しい中にご出席を頂きまして、誠にありがとうございます。 

また、日頃より町政の運営にあたりまして、格段のご理解とご協力を頂いておりま

して、これより感謝とお礼を申し上げます。 

先月１２日から１４日にかけまして、議員の視察研修は、お疲れさまでございまし

た。 

私も同行させていただき、企業誘致並びに移住定住の取組を学ばせていただきました

が、企業誘致が一朝一夕にはできないこと、また、不断の努力が必要であることを実

感したところであります。我が町も後発でありますけれども、先進事例に倣い、企業

誘致に積極的に取り組むことの決意を新たにしたところでありました。 

先月２６日に発生をいたしました、岩手県大船渡市の山林火災におきましては、尊

い命と貴重な財産が奪われました。被災をされました皆さま方に、心よりお悔やみと

お見舞いを申し上げたいというふうに思います。昨日、やっと鎮圧をされたという報

道があっておりました。山林火災の脅威、またその対処法について、住民の生命財産

を守る行政の果たす役割として、大変示唆のある出来事だったというふうに思ってお

ります。一部山林を有する我が町においても、やはりこれからもしっかり気をつけて

いかなければならないという出来事であったというふうに感じております。 

新型コロナウイルス感染症につきましては、新規感染者数が減少しておりますもの

の、いまだに日々新規感染は確認されております。収束には時間がかかるようであり

ます、これからも健康管理には、十分注意をして過ごしていかなければならないとい

うふうに感じております。 

また、物価の高騰に歯止めがかからず、私たちの暮らしに影響を及ぼしております。 

なお、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した令和６年度の事業につ

きましては、低所得世帯支援金支給事業、子育て世帯支援事業、消費下支え事業、医
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療・介護・保育・教育施設等支援事業、農林水産業支援事業、地域公共交通物流及び

地域観光業等支援事業など、合わせまして１９件の事業を実施をしたところでありま

す。国・県の事業と相まって、相応の効果を得たものと感じております。 

さて、令和６年度も残り３週間となりましたが、主な事業の進捗状況を報告させて

いただきます。 

まず、産業振興の分野では、竜北地区湛水防除事業を実施しております。氷川排水

機場の建築工事が現在進行いたしております。 

併せまして、１号導水路の工事も再開をされたところであります。 

基幹水利施設であります氷川大堰の改修が完了いたしました。安定した農業用水の

供給が確保されているところであります。 

農業基盤整備事業では、島地・鹿島地区排水路改修工事が完了をいたしました。 

若洲排水機場更新事業では、測量実施設計及び土質調査を不知火干拓地区再整備事

業では、パイプラインの更新工事、排水路及び農道の整備に向けた環境調査と測量設

計業務を、砂川排水機場更新事業では、下部工を実施いたしております。 

農道馬原１号線道路改良事業は、測量・設計業務が完了をいたしました。 

物価高騰対策事業支援として、施設園芸、工芸作物の燃油価格高騰への補助並びに

酪農飼料及び畳表経糸価格高騰への補助を実施したところであります。 

吉野梨自然災害等秋季防除支援事業による農薬の補助、セーフティーネット資金利

子補給及び住民税の減税を実施いたしております。 

商工業振興対策といたしまして、プレミアム付き商品券のプレミアム率を２０パー

セントに引上げて発行いたしました。相当反響があり１日半で完売をしたということ

で、今後の対応につきましても、考えていかなければならないと感じております。 

創業支援・事業所等整備促進事業が５件ございました。 

住宅リフォーム促進事業につきましては、３５件の利用があっております。 

若手後継者等育成事業、特産委員販路開拓事業並びに街路灯維持修繕費補助事業を

継続して実施をいたしました。 

立神峡公園の公衆トイレの改修が完了するとともに、竜北公園芝生広場への遊具の

設置が完了したところであります。 

ぜひ、それぞれ町民の皆さん方に、ご利用頂きたいなというふうに感じております。 

保健福祉の分野では、３歳未満児の保育料を無償化するとともに、３歳未満児の子

育てに係る経済的負担を軽減するため、子育て支援臨時給付金、出産・子育て応援給

付金、保育所給食材料費補助金を継続して実施をいたしました。 

高校生までの医療費無償化及び病児・病後児保育事業、障がい児保育事業はじめ、

健やか赤ちゃん出産祝い金事業を継続して実施をいたしております。子育て世帯の支

援に繋がっているものと感じております。 

宮原福祉センター内に子ども家庭センターを設置いたしました。約１年が経とうと

しておりますけれども、家庭訪問、それから関係機関からの照会、子育ての相談、会

議や研修会への参加など延べ１０７件の対応をしたところであります。子どもの虐待

及び悩みをお持ちの家庭の方々の相談には、十分なっているものというふうに思って

おります。 

高齢者福祉対策として、福祉タクシー利用料金支援事業、食の自立支援事業、介護

サービス事業及び町内全地区において、いきいきサロン事業を実施いたしております。

特に、いきいきサロン事業につきましては、今日お見えの民生児童委員の皆さま方、

あるいは地区の区長さん方には大変お世話になっております。今後ともどうぞよろし
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くお願いいたします。 

教育振興の分野では、学校給食共同調理場規模拡大改修工事が完了をいたしました。 

物価高騰に対応するため、小・中学校給食材料費を補助いたしております。このこ

とによりまして、保護者の負担を増やさずに、給食の質を確保しているところであり

ます。 

宮原小学校の廊下の研磨が全て終了いたしました。２年間かけて行ったところであ

ります。 

中学生の実用英語技能検定費用補助事業では３年生の９割が受験をしております。

うち３級以上の試験に５５.４パーセントが合格を果たしておりまして、これは、県の

平均よりもあるいは全国の平均よりもはるかに高い率を示しておりまして、この事業

が役立っていることを実感しているところであります。 

二十歳の集いを初めて午後に開催をいたしました。参加者からは好評を得ておりま

すので、来年度以降も同様の形態で開催をしていきたいと考えております。 

熊本県の夢チャレンジ事業を活用して、ペルーへ移住し、実業家として成功を収め

られた平岡カルロス千代照氏の生涯を描いた絵本「あきらめなければ夢はかなう」を

作成をいたしました。既に出来上がっております。今後この絵本を通して、子どもた

ちに夢と希望を与えていきたいと思っております。 

生活環境の分野では、氷川警察署跡地にＰＦＩ事業を活用した公共供給型優良賃貸

住宅建築事業を今進めております。本年度は解体工事が完了をいたしました。また、

施工業者の公募を今行っているところであります。 

地区内の道路及び排水路整備事業では、栫地区の旧国道２号線道路改良工事、今地

区の室谷川河川改修工事、笹尾地区の笹尾地区排水路改修工事、北野津地区の早津南

部集会所線道路側溝工事、中網道地区の中網道西網道線道路改良工事、西部小学校通

学路の河原鹿島西網道線道路改良工事など、１９か所の工事を実施したところであり

ます。ほぼ完了いたしております。どうぞそれぞれの地域で、ご確認を頂ければなと

思います。 

防犯カメラを本年度４基増設いたしました。現在、１４基を運用しておりまして、

地域及び通学路の見守りと犯罪の抑止に役立っております。 

宇城・氷川スマートインターの利用台数が１日平均２,５００台を超え年々増加をい

たしております。 

また、アクセス道路通過台数も１日７,０００台近く通過をいたしておりまして、こ

ちらも年々利用が増えております。 

なお、アクセス道路の県道昇格につきましては、議会とともに熊本県へ強く要望し

ているところであります。 

下水道宮原処理区の八代北部流域下水道への編入事業は、宮原中継ポンプ場工事が

完了したところであります。 

町民の皆さま方のご協力によりまして、ごみの減量化が進んでおります。ゼロカー

ボンシティーの実現に向け、さらなる生ごみの減量化と資源ごみの分別収集へ、更に

ご協力を頂きたいなと思っております。 

消防団員の定数の見直しを昨年度から２年間かけて段階的に実施をしてまいりまし

た。来年度からの定数を４８０名と定め、本定例会に条例改正案を提案しているとこ

ろであります。 

行政運営の分野では、デジタル田園都市国家構想交付金を活用して、自治体ＤＸを

推進いたしております。証明書等のコンビニ交付、セルフレジの導入による役場窓口
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のキャッシュレス化、公共施設予約のオンライン化、行政手続のオンライン化並びに

電子決裁による行政事務のペーパーレス化が実現をしたところであります。 

博報堂プロダクツとの連携協定に基づき、国の地域活性化起業人制度及び地域力創

造アドバイザー制度を活用し、７つのテーマごとにタスクホースを立ち上げ、職員と

ともに地域課題解決に向けた研究、協議を行っております。 

それぞれから提案を頂いておりまして、今後はその提案に基づいた内容を、実現す

るべく、これからも作業を進めていきたいと思っております。 

ふるさと納税につきましても、寄附件数は昨年より減少しておりますものの、寄附

額は増加をいたしております。一般財源の確保に大変役立っているところであります。

本年２月末現在で寄附件数５１,３３１件、寄附金額８億２,７８９万円の実績であり

ます。 

以上のとおり、各分野での事業推進に最善を尽くしてまいりましたが、議員各位並

びに町民の皆さま方をはじめ、関係機関のご協力のもと、職員全員が一丸となって職

務を遂行し、精励したことによりまして、相応の効果を得る行政運営ができたと感じ

ております。以上、令和６年度の行政報告といたします。 

○議長（米村 洋君） これで、行政報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 ５ 議案第 ３号 氷川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を 

      改正する条例について 

日程第 ６ 議案第 ４号 氷川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す 

      る条例について 

日程第 ７ 議案第 ５号 氷川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正 

      する条例について 

日程第 ８ 議案第 ６号 氷川町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条 

      例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第 ７号 氷川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一 

部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第 ８号 氷川町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条 

      例について 

日程第１１ 議案第 ９号 氷川町消防団条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第１０号 氷川町防災会議条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第１１号 氷川町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す 

      る条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第１２号 氷川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

      を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第１３号 氷川町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例  

      について 

日程第１６ 議案第１４号 氷川町税条例の一部を改正する条例について 

日程第１７ 議案第１５号 氷川町税の徴収等の特例に関する条例の一部を改正す 

      る条例について 

日程第１８ 議案第１６号 令和６年度氷川町一般会計補正予算（第８号）につい 

      て 

日程第１９ 議案第１７号 令和６年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第 

      ２号）について 
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日程第２０ 議案第１８号 令和６年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

について 

日程第２１ 議案第１９号 令和６年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第２号）について 

日程第２２ 議案第２０号 令和６年度氷川町下水道事業会計補正予算（第４号） 

      について 

日程第２３ 議案第２１号 令和７年度氷川町一般会計予算について 

日程第２４ 議案第２２号 令和７年度氷川町国民健康保険特別会計予算について 

日程第２５ 議案第２３号 令和７年度氷川町介護保険特別会計予算について 

日程第２６ 議案第２４号 令和７年度氷川町後期高齢者医療特別会計予算につい 

      て 

日程第２７ 議案第２５号 令和７年度氷川町下水道事業会計予算について 

○議長（米村 洋君） 日程第５、議案第３号、氷川町職員の勤務時間休暇等に関す

る条例の一部を改正する条例についてから、日程第２７、議案第２５号、令和７年度

氷川町下水道事業会計予算についてまでを一括議題といたします。 

町長の施政方針及び提案理由の説明を求めます。町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） それでは、令和７年度施政方針並びに今定例会の提案理由の

説明を行わせていただきます。 

政府は、昨年６月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針２０２４」にお

いて、我が国経済は、デフレから脱却し、成長型経済を実現させる千載一遇のチャン

スと捉えているといたしております。 

また、社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現に向けて、豊かさを実感

できる、所得増加及び賃上げ定着、豊かさを支える中堅・中小企業の活性化、投資の

拡大及び革新技術の社会実装による社会課題への対応、スタートアップのネットワー

ク形成や海外との連結性向上による社会課題への対応、幸せを実感できる包括社会の

実現、持続的な経済成長の礎となる国際環境変化への対応、防災減災及び国土強靱化

への推進を掲げております。 

これを踏まえて、令和７年度の予算要求の基本方針としては、年金・医療等社会保

障費は、高齢化等に伴う自然増を加算した範囲内、地方交付税交付金は、新経済・財

政再生計画との整合性に留意、義務的経費については前年度予算の範囲内、その他の

経費については、前年度当初予算の９０パーセント以内の額で要求できることとされ

ております。 

また、基本方針２０２４及び新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画２０

２４改革版を踏まえた重要な政策については、重要政策推進枠を措置することとされ

ております。 

熊本県においては、平成２８年の熊本地震、新型コロナウイルス感染症、令和２年

７月豪雨災害の３つの課題への取組を最優先としてきた一方で、中期的な財政収支の

試算で、令和７年度の財政不足額を１４億円と見込んでいたところ、公共施設等の老

朽化対策の推進や物価高騰に伴う光熱費の増加による施設の維持管理経費の増加など

を背景に、令和７年度当初予算の大まかな収支予算の見通しでは、財源対策を行った

上でもなお２０数億円の不足が見込まれるとの試算が出されております。 

令和７年度予算につきましては、くまもと新時代共創基本方針のもと、熊本の更な

る発展につながる必要不可欠な取り組みを推進するとともに、将来の県債償還の増加

を見据え、一般行政経費や投資的経費にシーリングを設定の上、歳入歳出の見直しを
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徹底するとされております。 

さて、本町の令和５年度一般会計決算による実質収支は３億８,３８５万２,０００

円、繰越金や積立金を取崩した額を含めた実質単年度収支は１億１,９０５万５,００

０円の赤字となり、経常収支比率は９９.９パーセントと前年度に比べて０.４ポイン

ト上昇をいたしました。 

更には、今後数年間は公債費が９億円を超える状態が続くことが予想され、公債費

への一般財源の充当を要因として経常収支比率は高い水準で推移することが見込まれ

ております。 

また、令和５年度末における財政調整基金残額は１４億２,０４６万１,０００円で、

前年度と比較して約３万円増加しているものの、財政調整基金を取り崩さなければ予

算編成ができない状況は依然として続いておりまして、一般財源歳出の抑制が急務と

なっております。 

そこで、令和７年度一般会計予算の編成方針として、新型コロナウイルス感染症の

残る課題への対応を行うとともに、原油・原材料価格の高騰や円安の進行に伴う物価

高騰の影響により各種費用が上昇していることに加え、令和７年度以降も県営湛水防

除事業、下水道宮原処理区流域編入事業、優良賃貸住宅整備事業、企業誘致事業、ク

リーンセンター解体事業など、大きな財政需要が見込まれております。重要な事業に

は必要な財源を確保する一方で、事業規模の精査を行うことで歳出抑制を図り、その

他の事業においては、行政評価等の活用による事務事業の見直しを積極的に行い、財

政の健全化及び持続可能な行政運営に向けて、職員一人ひとりが町財政の厳しい状況

について共通の認識に立った上で、思い切った合理化、効率化などを行うなど、これ

まで以上に徹底したコスト意識のもとメリハリのある予算編成に心がけ、対前年度比

０.８パーセント増の総額７９億６,１６６万５,０００円といたしました。 

歳入では、国県支出金、諸収入の増加を見込み、財源確保のために財政調整基金か

ら必要な繰入れを行ったところであります。 

歳出では、議会費、総務費、民生費、教育費を増額予算とし、衛生費、農林水産業

費、商工費、土木費、消防費及び公債費は減額予算といたしました。 

氷川町が誕生して２０年の節目の年を迎えております。激変する社会情勢を的確に

捉え、持続可能な基礎自治体としての方向性を示す大切な時期を迎えております。 

令和７年度は、人口減少の克服と地域産業の活性化に向けた新たな挑戦と位置づけ、

住民生活を最優先に考える多様性のある視点と、財政健全化を見据えた徹底した行財

政改革に取り組むとともに、国が掲げるデジタル化社会と地方創生理念を念頭に置き、

人口減少、少子高齢化、地域産業の活性化及び企業誘致に向けた積極的な行政運営を

図るべく、氷川町総合振興計画並びに地方創生総合戦略に基づいた次の５つのまちづ

くり戦略を掲げ、議会の協力を頂き、町民の皆さん方と協働しながら、小さな町で大

きな幸せを実感できる田園都市・氷川町の実現に向け、堅実かつ積極的な町政運営を

行ってまいりますので、一層のご支援ご協力をお願いいたします。 

まず１点目に、魅力あふれる産業の振興を図ってまいります。 

安定した生活基盤を確保するためには、基幹産業である農業・商工業に活力と魅力

がなくてはなりません。 

農業振興策としては、足腰の強い持続可能な農業経営を図るため、各生産組織及び

営農組織を中核とした組織型農業を推進するとともに、共同経営を視野に入れた農事

組合法人並びに担い手農家の育成を図ってまいります。 

農地集積加速化事業については、既に農事組合法人として設立した６法人の経営安
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定に向けた支援を行います。農地課と農業委員会並びに最適正化推進委員の皆さまと

連携し、熊本県中間管理機構を活用した農地の集積を積極的に推進いたします。 

農道馬原１号線改良工事では、本年度、用地買収を行います。 

い業機械再生支援事業も継続して実施することとし、イ業関連機械の維持管理費を

支援することにより、生産機械の長寿命化を図ってまいります。 

あわせて、第３次畳表経糸価格高騰対策事業も継続して実施をいたします。 

い業の生産につきましては、現在開催されております県議会におきまして、い業の

推進に関わる条例の制定が見込まれております。 

その中に生産者あるいは市町村あるいは県の役割がきちんと明記をされておりまし

て、条例に従ったそれぞれの対応を我が町も行っていきたいと思っております。 

第４次物価高騰対策事業として、施設園芸及び工芸作物燃油代の一部補助並びに酪

農飼料の一部助成を継続して実施をしてまいります。 

農業次世代人材投資事業及び有害鳥獣被害対策事業の国・県事業を積極的に活用し、

新規就農者の支援及び鳥獣被害の抑制を図ります。 

氷川町農業元気づくり支援事業は、これまでどおり８つの事業を推進したいと思っ

ております。 

スマート農業普及促進事業及び農業用水浄化装置普及促進事業は、町単独事業とし

て個別に今後も支援をしてまいります。 

継続事業といたしまして、経営所得安定対策事業、経営体育成支援事業、氷川町販

売戦略基本計画に基づく農産物販売戦略強化事業、農産物輸出促進事業をはじめ、農

地の利活用調整、利活用状況調査等の農業委員会の機能の充実を図ってまいります。 

そういうことによりまして、耕作放棄地等々の対応をきちんとそれぞれの地域でで

きることかなと考えております。 

農業経営の安定化と農家負担の軽減を目的とした農業収入安定化事業におきまして

は、これまでどおり、施設共済保険と収入保険の２本柱で支援を行います。 

水産基盤整備交付金事業では、アサリ稚貝の育成、ハマグリ母貝放流及び漁場の耕

うんを継続して実施いたします。 

森林環境譲与税を活用した町内の森林現況調査を実施いたしております。ほぼ調査

は完了したのかなと思っておりますけれども、残りの部分を、しっかり調査をした上

で、今後の森林対策に政策を進めていきたいと考えております。 

農業基盤整備促進事業として、経営事業によります、砂川排水機場の下部工及びポ

ンプ・電気設備の製作、若洲・不知火地区土地改良事業では、排水機場の実施設計、

パイプラインの更新及び用排水路の実施設計、竜北地区の県営湛水防除水湛水防除事

業につきましては、排水機場の上屋工、ポンプの整備、電気設備、除塵設備の設置を

行うとともに、１号導水路の整備を継続して実施をしてまいります。 

多面的機能支払い交付金事業におきましては、３０地区で取り組まれておりますが、

農村環境の保全と改善に向けた取組を氷川町土地改良区と連携して実施してまいりま

す。 

商工業振興策といたしましては、継続して創業支援・事業所等整備促進事業を推進

し、新規創業する商工業者の店舗及び機械器具の整備と既存の商工業者の店舗リフォ

ーム及び機械器具の更新について支援を継続してまいります。 

同じく継続事業として、若手後継者や創業予定者の経営能力の向上に向けたソフト

面の支援を行うとともに、さまざまな相談業務にも商工会とともに受けて、今後の事

業に生かしていきたいというふうに思っております。 
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住宅リフォーム促進事業を継続して実施することとしております。 

このことによりまして、中小建設業者及び空き家対策としての地域環境の改善とと

もに、町内商工業の振興に繋がるものと思っております。 

ネット通販販売拡大事業、地域資源活用特産品開発・販路拡大事業を販売戦略商工

会補助金として位置づけ、雇用の確保、商工会活動の支援と商工業者の経営革新を支

援してまいります。 

町単独のプレミアム付き商品券の発行につきましては、昨年２０パーセントのプレ

ミアムをつけました。今年度も同様に２０パーセントのプレミアムを付けた上で、発

行枚数を増加して提供してまいりたいと思っております。 

このことによりまして、町内における購買力の向上が図られるものと思っておりま

す。 

企業誘致活動につきましては、農地保全との均衡を図りつつ、中小規模の企業の誘

致を目指して、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に基づく氷川町導入計

画を策定し、県知事の同意を得るとともに、専任職員を配置して積極的に企業誘致活

動を展開してまいります。 

道の駅竜北、竜北公園、宮原まちつくり酒屋、立神峡公園、秋山幸二ギャラリーが

相互に連携をとりながら、その活用を図ることとしております。特に、宮原まちつく

り酒屋につきましては、民間事業者への公募を行い、その有効活用を図ってまいりま

す。 

氷川まつり、梨マラソン大会、ヘラブナ釣り大会、ウォーキング大会など、各種イ

ベントにつきましても、参加者増加へ工夫を行い、実施をするとともに、町外からの

交流人口を増やし、地域経済の活性化を図ってまいります。 

２点目に、地域でいきいきと暮らせる保健福祉のまちづくりであります。 

生活安定は健康づくりという視点から、疾病の早期発見、早期治療を促進し、町民

の皆さんの健康増進と医療費の抑制を図るため、保健予防、検診事業及び健診相談、

保健指導、食生活改善指導を更に強化推進してまいります。 

高齢者等福祉タクシー利用料金支援事業を継続し、交通手段が乏しい高齢者及び障

害者の皆さん方を支援してまいります。 

病児・病後児保育が八代北部地域医療センターを事業主体として実施させされてお

ります。今後も自治体として積極的に支援をしてまいります。 

八代市・市郡医師会と連携して設置をした、八代地域在宅医療・介護連携支援セン

ターを核として、地域包括ケアシステムの構築を図ってまいります。 

第９期氷川町介護保険事業計画に基づき、対象者個々のニーズに応じた適切な介護

保険サービスを提供いたします。 

人間ドック受診費用、各種がん検診費用、インフルエンザ予防接種費用の助成を継

続して実施してまいります。 

同じく継続事業として、３歳未満児の保育料の無償化及び３歳未満児のおむつ代や

ミルク代などの子育てに関わる経済的負担を軽減するための、物価高騰対策子育て支

援臨時交付金支給、家事・育児に不安を抱えるヤングケアラーの家庭を訪問し、家庭

支援を行う、子育て世帯訪問支援事業を継続して実施いたします。 

子育て及び定住促進対策として、現在の高校生までの医療費の無料化、産前産後ホ

ームヘルプサービス、すこやか赤ちゃん出産祝い金事業を継続して実施するとともに、

保健師を中心とした氷川町子育て世代包括支援センターを充実させ、子育て世帯の支

援を更に強化してまいります。 
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また、昨年度設置した子ども家庭センターを拠点に、子どもの虐待及び悩み相談に

対応してまいります。 

高齢者及び障がい者福祉対策といたしましては、いきいきサロン事業、食の自立支

援事業、通所型介護サービス事業、高齢者及び障がい者住宅改造助成事業の継続事業

をはじめ、障がい者総合支援法に基づくさまざまな支援事業を実施するとともに、就

労支援など、自立支援にも取り組んでまいります。特に、いきいきサロン事業につき

ましては、全地区で開催をされております。 

高齢者のみならず、地域の各年代層の方々が関わりを持てる機会をつくり、地域ぐ

るみで高齢者を見守る環境ができていけばなあというふうに考えております。 

氷川町社会福祉協議会の地域福祉計画及び組織改革計画を踏まえ、社会福祉協議会

と民間施設の役割分担を図り、氷川町に適応した社会福祉協議会の独自の地域で支え

る介護・福祉の環境づくりを進めてまいります。 

３点目に人を育む魅力ある教育の振興でございます。 

学校給食共同調理場規模拡大工事が完了いたしましたので、来年度、２学期からの

氷川中学校の給食統合に向け環境を整備してまいります。現在、物価高騰に対する給

食食材費の補助を実施しておりますが、令和８年度から国が実施する小学校給食無償

化に合わせて、中学校の給食の無償化も町単独で実施したいと考えておりまして、今

年度その準備を進めてまいります。 

新規事業として、宮原小学校給食棟解体工事並びに竜北東小学校低学年棟屋根防水

改修工事を施工いたします。 

氷川町文化センター内に設置した教育支援センターの活用による、不登校の未然防

止及びその解消を図り、児童生徒の登校、学校復帰を支援してまいります。 

中学生の英語検定受験助成事業を継続して実施し、日本英語検定協会が実施する実

用英語技能検定費用の全部及び一部を助成し、英語に対する学習意欲の向上を図りま

す。 

資格の取得のみならず、英語に対して、それぞれ子どもたちが興味を持ってくれる、

あるいは関心を持ってくれることが大切かなというふうに思っておりまして、この事

業は継続して実施をしてまいります。 

小・中学校に導入したＩＣＴ機器、電子黒板、タブレット等の更新を行うとともに、

ＩＣＴ支援員２名を配置し、学習支援を行うことで、学力の向上を図ってまいります。 

継続して教職員ＯＢを指導主事として配置し、教職員の授業力向上及び学級経営、生

徒指導への指導助言を行うとともに、本町教育の特色でありますコミュニティースク

ールの取組を更に強化してまいります。 

全小・中学校における要支援児童生徒への教育支援を行う要支援児童生徒教育支援

事業及び地域ぐるみで学校運営を支援する学校支援地域本部事業も継続して取り組ん

でまいります。 

特に要支援児童生徒支援員につきましては、５校合わせて１４名体制で支援をして

まいります。 

小学校の部活動が社会体育に移行して７年が経過をいたしました。今後も円滑な活

動が図れるよう、指導者の育成及び支援を行うとともに、中学校の部活動の地域移行

も今進めております。モデルで１ケースは令和６年度に行いました。今後、中学校の

部活動もそれぞれ地域活動に移行するということでございまして、しっかりと支援を

してまいりたいと思っております。 

幼児期における質の高い保育教育を支援するための子ども・子育て支援事業計画及
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び新次世代育成支援対策行動計画に基づく事業を実行し、全ての子どもと子育て世代

が安心・安全・健康に暮らせる町を目指してまいります。 

八火図書館も多くの町民の皆さま方にご利用頂いておりますが、今後も蔵書数を増

やすとともに、本施設を中核とした学校図書との連携を図りながら、積極的に図書活

動を推進してまいります。 

八代郡スポーツ協会と氷川町スポーツ協会を一元化することといたしております。

これまで二つの協会がございました。一元化して、それから、県の事業・町の事業も

一元化したスポーツ協会で対応していきたいと考えております。 

また、氷川町文化協会との支援も組織の強化、あるいは会員の拡大を目指して、そ

れぞれの協会が独自の運営ができるように後押しをしてまいりたいというふうに思っ

ております。 

４点目は、魅力ある暮らしやすいまちづくりを進めてまいります。 

地球環境への負荷軽減による自然と共生するまちづくりを目指して、太陽光発電施

設等への費用助成を行うとともに、住宅用新エネルギー等導入促進事業については、

助成内容を見直すとともに、合併浄化槽設置助成事業を継続して実施をしてまいりま

す。 

八代市環境センターにおける氷川町のごみ広域処理が昨年から開始をいたしました。

町民の皆さん方のご協力によりまして、円滑な運営ができているところであります。

今後も、生ごみの減量化を目指した電気式生ごみ処理機及びコンポスト導入助成は継

続して実施をし、ゼロカーボンシティ理念の普及に図り、ごみの減量化と資源ごみの

回収に努めてまいります。 

海洋環境を保全するとともに、河川環境保全への波及を目指して、海岸漂着物及び

漂流・海底ごみの回収処理事業を県とともに実施をしてまいります。 

防災・防犯対策といたしましては、熊本地震を踏まえて一部見直した氷川町地域防

災計画に基づく、対応を徹底するとともに、熊本県が公表した熊本県津波浸水想定に

おける津波到達時間及び浸水区域の指定を踏まえ、氷川町防災マップ、地区別防災計

画に基づく、総合防災訓練を実施し、地区住民の皆さん方の防災意識の醸成を図って

まいります。 

防犯カメラにつきましては、防犯効・証拠能力による関係判明のツールとして効果

があります。本年度も１基増設をいたします。 

防災行政無線を活用し、必要な情報を適時適切に提供するとともに、災害対応資機

材及び食料等の備蓄を計画的に進めてまいります。 

消防団及び自主防災組織を核とした地域防災体制の充実と、地域ぐるみで見守る防

犯体制を確立するとともに、機能的な組織づくりを図ってまいります。特に消防団に

つきましては、消防活動資機材及び装備の整備を図るとともに、団員定数につきまし

ては、定数４８０名へ変更することといたしております。うち１０名は女性消防団員

を確保したいというふうに思っておりまして、まずは、役場の若手女性職員を消防団

員として任命し、活動してまいりたいと思っております。 

下水道事業につきましては、県営事業で進めております宮原処理区の八代北部流域

下水道への編入に向け、宮原浄化センターの暫定貯留施設の設置工事を県と連携して

施工をいたします。 

集落内の道路・河川及び排水路につきましては、氷川町道路整備基本計画と地区から

の要望との整合性を図りながら、社会資本整備総合交付金等の国・県の事業を積極的

に活用し、優先順位を付けて整備を行うことといたしております。 
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町が管理する既設の橋梁につきましても、橋梁の長寿命化修繕計画に基づき、優先

順位をつけて改良工事を実施してまいります。 

氷川警察署跡地にＰＦＩ事業を活用した公共供給型優良賃貸住宅建設事業につきま

しては、公募いたしました、それぞれの業者を選定し、その後、調査・設計・建設と

いう段階に入ってまいります。なお、公募につきましては、プロポーザル方式を採用

したいというふうに思っております。 

定住促進施策の一環として、継続して空き家バンクに登録した空き家リフォーム助

成、引っ越し及び家財撤去費の助成を行うとともに、移住体験住宅を活用し、移住希

望者の体験宿泊や空き店舗及び遊休農地等の情報発信を行い、町外はもとより県外か

ら移住者の受入れを行う、移住定住促進プロジェクト事業を積極的に進めてまいりま

す。 

また、氷川町空家等対策計画に基づく氷川町空家等対策検討委員会を本年度設置を

いたしましたので、当委員会を核に管理不全空家等及び特定空家等を認定し、その解

消を目指してまいります。 

５点目に、氷川町が誕生して２０年の節目を迎えますので、本年１０月１日に氷川

町誕生２０周年記念式典を挙行いたします。その際に、現在製作をいたしております、

氷川町のＰＲパンフレット、氷川町のイメージソング、イメージ動画、あわせて今後

制作するブランドマークを発表する予定といたしております。 

自治体ＤＸの一環として、国の交付金を活用して、電子決裁システム、住民票等の

コンビニ交付システム、公共施設予約システム、行政手続オンライン化及び文書管理

システム等を導入いたしましたので、その円滑な運用を図ってまいります。 

あわせて、国の方針に従いシステム標準化が運用されますので、デジタル基盤改革

支援補助金を活用して環境の整備を行います。 

博報堂プロダクツとの連携協定に基づき、２年間調査検討並びにタスクホースによ

る研究協議を行い、課題解決に向けた提案を取りまとめました。 

そして、持続可能な氷川町の実現に向けた課題解決重点プロジェクトを推進するた

め、地域活性化起業人及び地域力創造アドバイザーを活用し、その専門知識、経験、

人脈を活用し、地域課題解決に向けた取組を積極的に展開してまいります。 

第２次氷川町総合振興計画、第２期地方創生総合戦略並びに氷川町国土強靱化地域

計画で示したまちづくりの基本方針及び各種施策を着実に遂行するためには、財源が

必要でありますので、創意工夫による財源の確保と堅実な財政運営を図ってまいりま

す。 

氷川町第２次行政改革大綱及び実施計画に基づいた改革を確実に実践するとともに、

堅実な行財政運営を行うためにも、進捗状況の確認と成果の検証を行い、堅実な行財

政運営を推進してまいります。 

更に効率のよい機能的な行政運営を行うためには、公共施設の管理運営計画に基づ

き、適正な施設管理と効率的な運用に努める必要がございます。今後も、その視点で

管理運営にあたってまいりたいというふうに思っております。 

何よりも行政運営の原動力であります職員の能力開発と育成に尽力するとともに、

人事考課を厳正に行い、処遇への反映をさせてまいります。 

住民と行政の協働によるまちづくりを進めていく上では、町民の皆さま方との対話

と協調が重要であります。情報を共有する必要がありますので、様々な機会を通して

民意の聴取と情報提供に努めてまいります。 

大空町との人材交流及び物産の相互交流を継続するとともに、ペルー共和国との友
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好の絆を更に深めてまいりたいというふうに思っております。 

行政運営そのものがＳＤＧｓ、誰１人取り残さない社会の実現につながるものと確

信をいたしております。 

今後も、住民主体の行政運営に積極的に取り組んでまいります。 

以上、５つのまちづくり戦略を令和７年度の町政運営の基本方針として、安心して

暮らせ、幸せを実感できる持続可能な田園都市氷川町の創造を目指して、職員ととも

に全身全霊を傾注して、緊張感を持って取り組んでまいる所存でございますので、議

員各位のより一層のご理解とご協力をお願い申し上げまして、令和７年度の施政方針

といたします。 

引き続き提案理由の説明を行います。 

本定例会に提案をいたしておりますのは、条例の改正１３件、令和６年度一般会計

及び特別会計補正予算５件、令和７年度一般会計並びに特別会計予算５件であります。 

議案第３号並びに議案第４号は、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、関係条例の一部を改正するものでありま

す。 

議案第５号から議案第７号は、令和６年度国の人事院勧告による給与改定等に伴い、

関係条例の一部を改正するものであります。 

議案第８号は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う氷川町職員等の

旅費について宿泊料を改正するとともに、人農地プラン検討委員の報酬及び費用弁償

について改正するため、関係条例の一部を改正するものであります。 

議案第９号は、消防団員の定数並びに旅費の改正を行うため、関係条例の一部を改

正するものであります。 

議案第１０号は、氷川町防災会議を組織する委員の選定についてより多方面から委

員を選任するため、関係条例の一部を改正するものであります。 

議案第１１号は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の一部改正に伴い、関係条例の一部を改正するものであります。 

議案第１２号は、家庭的保育事業等の整備及び運営に関する基準の改正に伴い、関

係条例の一部を改正するものであります。 

議案第１３号は、子ども・子育て支援法の改正に伴い、関係条例の一部を改正する

ものであります。 

議案第１４号は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の一部改正に伴い、氷川町税条例の一部を改正するものであります。 

議案第１５号は、国が進める基幹業務システムの統一・標準化に伴い、税の徴収方

式を集合徴収方式から単税徴収方式に変更するため、関係条例の一部を改正するもの

であります。 

議案第１６号から議案第２０号までは、令和６年度一般会計並びに特別会計の補正

予算でありまして、一般会計並びに特別会計ともにそれぞれ過不足が生じております

ので補正するものでございます。 

議案第２１号は、令和７年度氷川町一般会計予算でありまして、歳入歳出予算の総

額を対前年比０.８パーセント増の７９億６,１６６万５,０００円とするものであり

ます。 

議案第２２号は、令和７年度氷川町国民健康保険特別会計予算でありまして、歳入

歳出予算の総額を対前年度比１.８パーセント減の２０億１,５１３万３,０００円と

するものであります。 
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議案第２３号は、令和７年度氷川町介護保険特別会計予算でありまして、歳入歳出

予算の総額を対前年度比６パーセント増の１７億６８２万５,０００円とするもので

あります。 

議案第２４号は、令和７年度氷川町後期高齢者医療特別会計予算でありまして、歳

入歳出予算の総額を対前年度比３.７パーセント増の２億５,７５４万９,０００円と

するものであります。 

議案第２５号は、令和７年度氷川町下水道事業特別会計予算でありまして、収益的

収入６億１,５７１万９,０００円、収益的支出５億２,８３６万２,０００円を見込み、

資本的収入２億１４７万２,０００円、資本的支出４億２,４３６万２,０００円を見込

んでおります。 

以上、簡単に説明申し上げましたが、具体的な内容につきましては、担当課長に説

明をさせますので、よろしくご審議を頂き、円満なるご決定を頂きますようお願い申

し上げまして、施政方針並びに提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（米村 洋君） 町長の説明が終わりました。 

ここで、１１時１５分まで暫時休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

午前１１時０６分 

午前１１時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（米村 洋君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これから、議案第３号から順次、詳細説明を求めます。総務課長、増永光幸君。 

〇総務課長（増永光幸君） 議案第３号から議案第１０号まで、続けて説明いたしま

す。 

議案第３号、氷川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて説明いたします。 

氷川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものです。 

提案理由は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律の一部改正に伴い、関係規定を整備する必要があるためです。 

主な改正内容は、３ページの新旧対照表右側の改正後案をご覧ください。 

第８条の３において、育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除の対象となる子の

範囲を、現行３歳に満たない子から小学校就学の始期に達するまでの子に拡大するも

ので、５ページから６ページの、第１５条の３から第１５条の４において、介護離職

防止のための仕事と介護の両立支援制度に関する周知、職場環境の整備等を規定し、

仕事と生活の両立を支援する内容で、令和７年４月１日から施行するものです。 

これで、議案第３号の説明を終わります。 

次に、議案第４号、氷川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて説明します。 

氷川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

るため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものです。 

提案理由は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律の一部改正に伴い、関係規定を整備する必要があるためです。 

２ページの新旧対照表右側の改正後案をご覧ください。 

部分休業の承認に関する条項、第２１条第３項で、非常勤職員に対する部分休業に
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ついて、介護するための時間の引用条例が改正されたため、本条例を改正し、令和７

年４月１日から施行するものです。 

これで、議案第４号の説明を終わります。 

次に、議案第５号、氷川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

について説明します。 

氷川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定

するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものです。 

提案理由は、令和６年国の人事院勧告による給与改定等に伴い、氷川町一般職の職

員の給料表の改定及び各種手当の改定等を行う必要があるためです。 

主な改正内容は、１２ページ、新旧対照表右側の改正後案をご覧ください。 

第７条、扶養手当において、配偶者に係る手当を廃止し、子にかかる手当、現行１

人当たり１万円を１万３,０００円に引き上げるものですが、条例改正分の附則で、経

過措置を規定し、令和７年度においては、配偶者手当３,０００円、子の手当１万１,

５００円を支給し、８年度に完了するものです。 

次に、１４ページから１６ページにかけて、第８条の３、通勤手当において、支給

限度額、現行５万５,０００円を１５万円に引上げ、新幹線等の特別料金も支給限度額

の範囲内で支給を可能とするものです。 

次に、１７ページをご覧ください。 

第３条の２、管理職員特別勤務手当において、課長の平日深夜に係る支給時間帯、

現行、午前０時から午前５時までを午後１０時から午前１０時までに拡大するもので

す。 

次に、１８ページをご覧ください。 

別表第１において、３級から６級の給料表の改正と、条例改正分の附則の号級切替

え表の適用により各級の初号の給料月額を引き上げるもので、現時点での給与支給額

に影響はございませんが、昇格時における給与を改善するものです。 

本条例の改正は、社会と公務の変化に応じた給与制度に整備する内容で、令和７年

４月１日から施行するものです。 

これで、議案第５号の説明を終わります。 

次に、第議案第６号、氷川町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一

部を改正する条例について説明します。 

氷川町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求め

るものです。 

提案理由は、令和６年国の人事院勧告による給与改定等に伴い、技能労務職員の給

与等について改正する必要があるためです。 

２ページの新旧対照表右側の改正後案をご覧ください。 

第２条において、一般職の職員と同様に在宅勤務等手当を追加し、第１５条で定年

前再任用職員に住居手当が支給可能となることから、除外規定から削除する改正で、

令和７年４月１日から施行するものです。 

これで、議案第６号の説明を終わります。 

次に、議案第７号、氷川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正

する条例についてです。 

氷川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるもの
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です。 

提案理由は、令和６年国の人事院勧告による氷川町一般職の職員の給料表の改定及

び各種手当の改定等に伴い、一般職の任期付職員の給与等について改正を行う必要が

あるためです。 

主な改正内容は、２ページの新旧対照表右側の改正後案をご覧ください。 

第７条で特定任期付職員の給料表の給料表を改定し、２ページ末から３ページの第

１０条で業績手当の廃止に伴う勤勉手当の支給と期末手当の率の改定に関する改正で、

令和７年４月１日から施行するものです。 

なお、第７条の特定任期付職員とは高度な専門的な知識経験を有する弁護士や公認

会計士など、任期を定めて採用する職員をいい、氷川町においての採用はございませ

ん。 

これで、議案第７号の説明を終わります。 

次に、議案第８号、氷川町職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例につ

いて説明します。 

氷川町職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する

ため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものです。 

提案理由は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正により、氷川町職員等の

旅費について宿泊費を改正する必要があり、また、人・農地プランが法定化され、地

域計画へ移行することに伴い、人・農地プラン検討委員の報酬及び費用弁償について

改正する必要があるためです。 

本条例に関連する３つの条例を一括改正するもので、主な改正内容は、１３ページ

の新旧対照表右側の改正後案をご覧ください。 

職員の旅費について、第６条で現行の定額支給を上限付き実費支給に改め、第１７

条、宿泊料別表で都道府県ごとに上限額を定めるものです。 

同様に、１８ページから２４ページで特別職を、２５ページから３９ページで、議

会議員及び特別職の非常勤職員等について改正するもので、上限については、国家公

務員等の旅費支給規程第１３条、都道府県別に定める額を準用し、宿泊費高騰に伴う

出張者の負担を改善する内容で、令和７年４月１日から施行するものです。 

これで、議案第８号の説明を終わります。 

次に、議案第９号、氷川町消防団条例の一部を改正する条例について、説明いたし

ます。 

氷川町消防団条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するため、地方自治法

第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものです。 

提案理由は、消防団員の適正な定員管理を図るために定数改定を行うとともに、氷

川町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴い、氷川町消防団員の旅費の改正を行

う必要があるためです。 

２ページの新旧対照表右側の改正後案をご覧ください。 

第２条で、６４０人を４８０人に改め、旅費においては、別表で議案第８号と同様

に宿泊料を上限付き実費支給へ改め、令和７年４月１日から施行するものです。 

これで、議案第９号の説明を終わります。 

次に、議案第１０号、氷川町防災会議条例の一部を改正する条例について説明しま

す。 

氷川町防災会議条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するため、地方自治

法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものです。 
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提案理由は、氷川町防災会議を組織する委員の選任に伴い、より多方面から委員を

選任するため、氷川町防災会議条例を改正する必要があるためです。 

２ページの新旧対照表右側の改正後案をご覧ください。 

第３条第５項に、前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者の条文を１

号を加えるもので、地域防災におけるさまざまな立場からの意見を収集、反映させる

ため、より多方面から委員を選任できるよう本条例を改正し、令和７年４月１日から

施行するものです。 

これで、議案第１０号の説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 町民課長、坂本哲也君。 

○町民課長（坂本哲也君） 議案第１１号氷川町個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

氷川町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のとおり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を

求めるものでございます。 

提案理由としまして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律の一部改正に伴い、関係規定を整備するものでございます。 

今回、法改正の内容としましては、マイナンバーカードの機能のうち、氏名、住所、

性別、マイナンバーなどを、証明する機能をスマートフォンに搭載することで、マイ

ナンバーカードを使わなくてもスマートフォンだけで本人確認ができる仕組みを設け

るための条文が、法律第２条第８項に新たに追加されております。 

３ページの新旧対照表をご覧ください。 

先ほどご説明しました法改正に伴い、町の条例において規定されております、法第

２条関係の各条項を一項ずつずらす改正を行うものでございます。この条例は、令和

７年４月１日から施行いたします。 

これで、議案第１１号、氷川町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例について、説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 福祉課長、尾崎徹君。 

○福祉課長（尾崎 徹君） 議案第１２号と議案第１３号を続けて説明させていただ

きます。 

初めに、議案第１２号、氷川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

氷川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の

議決を求めるものでございます。 

提案理由といたしまして、厚生労働省の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準が一部改正されたことに伴い、条例の一部を改正する必要があるためでございま

す。 

条例改正内容につきましては、２ページからの新旧対照表をご覧ください。 

安心して子どもを預けられる体制整備のため、保育士及び保育従事者の配置基準の

見直しを行うもので、第２９条第２項第３号中、満３歳以上満４歳に満たない児童概

ね２０人を１５人に改め、同項４号中、満４歳以上の児童概ね３０人を２５人に改め

るもので、第３１条、第４４条、第４７条においても同様の改正を行うものでござい

ます。 

なお、この条例は公布の日から施行することとしております。 
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これで、議案第１２号について説明を終わります。 

続きまして、議案第１３号、氷川町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例

についてご説明いたします。 

氷川町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するため、

地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

提案理由といたしまして、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律、子ども・子

育て支援法が一部改正されたことに伴い、引用条項の整理を行う必要があるためでご

ざいます。 

改正内容につきましては、２ページの新旧対照表をご覧ください。 

第１条及び第２条中、法第７７条第１項をそれぞれ法第７２条第１項に改めるもの

でございます。 

なお、この条例は公布の日から施行し、令和５年４月１日から適用するものです。 

これで、議案第１３号についての説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 税務課長、平山早苗さん。 

○税務課長（平山早苗さん） 議案第１４号と議案第１５号を続けて説明いたします。 

まず、議案第１４号、氷川町税条例の一部を改正する条例についてご説明いたしま

す。 

氷川町税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するため、地方自治法第９

６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

提案理由は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律の一部改正に伴いまして、関係規定を整備する必要があるためでございます。 

改正内容といたしましては、法律の一部改正によりまして、法人番号を定義してい

る条文に項ずれが生じたことにより、引用する条項を改正するものでございます。 

この条例は、令和７年４月１日より施行いたします。 

続きまして、議案第１５号、氷川町税の徴収の特例に関する条例の一部を改正する

条例について、ご説明いたします。 

氷川町税の徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する

ため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

提案理由は、基幹業務システムの統一標準化に伴い、税の徴収方式を集合徴収方式か

ら、単税徴収方式へ変更する必要があるためでございます。 

基幹業務システムは、各自治体が利用形態に応じて個別に独自の仕様に改修を行い

ながら利用していますが、制度改正によるシステム改修費用などの財政負担や、申請

書などの様式が各自治体で異なり、手続の簡素化や電子申請など、全国的な普及が進

まないなどの課題があります。 

これらの課題に対し、行政のデジタル化を推進し、住民サービスの向上や、自治体

業務の効率化を図るために、国が定めた標準仕様書に準拠する基幹業務システムを令

和７年度末までに導入することが義務づけられました。 

この標準仕様書におきまして、税の徴収については、地方税法に基づく各税目での

システム構築となっているため、集合徴収がなくなることになります。 

したがいまして、現在は町県民税、固定資産税、国民健康保険税は、１枚の納付書

により徴収しておりますが、標準システムへの移行後は、それぞれの税目の納付書に

より徴収することになります。 

改正内容につきましては、徴収方法を集合徴収から単税徴収へ変更するために、関

係条文について所要の改正を行うものでございます。 
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なお、今回の改正につきましては、徴収方法の改正でありまして、納期につきまし

ては、これまでどおりとなります。この条例は、規則で定める日から施行することと

いたします。 

これで、議案第１５号の説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 企画財政課長、西村憲志君。 

○企画財政課長（西村憲志君） 議案第１６号、令和６年度氷川町一般会計補正予算

（第８号）について説明いたします。 

令和６年度氷川町一般会計補正予算（第８号）を別紙のとおり定めるため、地方自

治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものです。 

１ページをご覧ください。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８,３２２万円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ９２億４,８８７万８,０００円とするものです。 

補正の概要といたしましては、歳入歳出ともに実績、今後の見込みなどによる減額が

主なものでございます。 

６ページをご覧ください。第２表、繰越し明許費です。 

１０款、総務費で１事業、１５款、民生費で１事業、３５款、土木費で４事業の計

６事業において、年度内完了が見込めないことから繰り越すものです。 

７ページをご覧ください。第３表、地方債補正です。 

総務債、農林水産業債、土木債の限度額をそれぞれ変更するものです。 

次に、歳出の主なものについて説明いたします。 

３２ページをご覧ください。 

１０款、総務費、５項、総務管理費、５目、一般管理費、１８節、負担金補助及び

交付金、地方バス対策補助金につきましては、負担金額確定により２９１万６,０００

円を増額するものです。 

３６ページをご覧ください。 

５５目、減債基金費、２４節、積立金３,１９４万１,０００円は、令和７年度・８

年度分の臨時財政対策債の元利償還金分として、普通交付税の追加交付がありました

ので、減債基金積立金を増額するものです。 

４７ページをご覧ください。 

１５款、民生費、１０項、児童福祉費、１５目、保育所費、１８節、負担金補助及

び交付金６,６１６万６,０００円は、それぞれの事業において補助単価や公定価格が

改定されたことと、対象者や入所者の増が見込まれるため増額するものです。 

５２ページをご覧ください。 

２０款、衛生費、１０項、清掃費、５目、塵芥処理費、１８節、負担金補助及び交

付金の生活環境事務組合負担金９４万５,０００円は、クリーンセンター解体に係る調

査及び設計業務などの財源とするための負担金です。 

５６ページをご覧ください。 

２５款、農林水産業費、５項、農業費、２５目、農地費、１８節、負担金補助及び

交付金、１番上の県営事業負担金７,６５４万３,０００円は、砂川地区湛水防除事業

負担金を事業実績により２,８３６万５,０００円減額し、竜北地区湛水防除事業負担

金につきましては、国の補正予算成立に伴い、令和７年度事業分を前倒して、１億９

０７万円を増額するなどするものです。 

次に、歳入の主なものをご説明いたします。 

１１ページをご覧ください。 
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５款、町税、１５項、自動車税が１１６万５,０００円の増額見込みです。 

１３ページをご覧ください。 

２８款、５項、５目、法人事業税交付金は、８１５万３,０００円の増額見込みです。 

１４ページをご覧ください。 

４５款、５項、５目、地方交付税、５節、普通交付税は交付額確定に伴い、１億６,

００８万１,０００円の増額です。 

１８ページをご覧ください。 

６５款、国庫支出金につきましては、負担金、補助金の交付対象の歳出科目の実績

見込みに基づき、主に減額計上となっておりますが、５項、国庫負担金、５目、民生

費国庫負担金、５節、児童福祉費負担金３,８７７万２,０００円は、保育施設給付費

補助金の財源とするものです。 

１０項、国庫補助金、５目、総務費国庫補助金、５節、総務費補助金の物価高騰対

応重点支援地方創生臨時交付金２,９０８万５,０００円の減額は、住民税非課税世帯

等に対する給付金などの給付額が確定したことによるものです。 

２０ページをご覧ください。 

７０款、県支出金につきましては、こちらも主に減額計上となっておりますが、５

項、県負担金、５目、民生費県負担金、５節、児童福祉費負担金１,２７９万４,００

０円は、保育施設給付費補助金の財源とするものです。 

２３ページ・２４ページをご覧ください。 

７５款、財産収入、５項、財産運用収入、１０目、５節、利子及び配当金は、預金

利率の改定により、合計で１６５万７,０００円を増額するものです。 

２７ページをご覧ください。 

９９款、５項、町債につきましては、２９ページまでまたがりますが、説明欄記載

のそれぞれの対象事業の財源とするものです。 

これで、議案第１６号の説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 町民課長、坂本哲也君。 

○町民課長（坂本哲也君） 議案第１７号、令和６年度氷川町国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）についてご説明いたします。 

令和６年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を別紙のとおり定める

ため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

１ページをお願いいたします。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７,７７０万３,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９億７,５８０万６,０００円とするも

のです。 

歳出の主なものをご説明いたします。 

１１ページをお願いいたします。 

１０款、保険給付費、５項、療養諸費、５目、一般被保険者療養給付費、１８節、

負担金補助及び交付金、７,５００万円の減額は、療養給付費の支出見込みによる減額

でございます。 

１２ページをお願いいたします。 

１０款、保険給付費、２０項、出産育児諸費、５目、出産育児一時金、１８節、負

担金補助及び交付金１６５万９,０００円の減額は、出産育児一時金の支出見込みによ

るものでございます。 

２３款、国民健康保険事業費給付金、５項、医療費給付費分、５目、一般被保険者
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医療費給付費分から１３ページの２３款、国民健康保険事業費給付金、１５項、５目、

介護納付金分までにつきましては、保険税や繰入金による歳入が減額したことにより、

一般財源へ財源の組替えを行っているものでございます。 

１４ページをお願いいたします。 

３０款、保健事業費、５項、５目、特定健康診査等事業費、１２節、委託料２２９

万円の減額は、特定健診委託の支出見込みによるものでございます。 

次に、歳入の主なものをご説明いたします。 

６ページをお願いいたします。 

５款、５項、国民健康保険税、５目、一般被保険者国民健康保険税、５節、医療給

付費、現年課税分から、２０節、介護納付金分滞納繰越し分までの総額２,１１８万６,

０００円の減額は、調定見込みによるものでございます。 

７ページをお願いいたします。 

２５款、県支出金、１０項、県補助金、１５目、保険給付費等交付金、５節、普通

交付金１億４,７８０万３,０００円の減額は、交付決定額に基づく減額によるもので

ございます。 

８ページをお願いいたします。 

４０款、繰入金、５項、５目、一般会計繰入金、５節、保険基盤安定繰入金から２

０節、出産育児一時金繰入金までの合計９３８万９,０００円の減額は、対象となる被

保険者数の減少によるものです。 

９ページをお願いいたします。 

４５款、５項、５目、繰越金、５節、その他繰越金、１億１４万６,０００円は、保

険税や繰入金の減額に伴う歳入不足によるものです。 

１６ページの給与費明細書以降につきましては、説明を省略させていただきます。 

これで、議案第１７号、令和６年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

についてご説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 福祉課長、尾崎徹君。 

○福祉課長（尾崎 徹君） 議案第１８号、令和６年度氷川町介護保険特別会計補正

予算（第３号）について、ご説明いたします。 

令和６年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第３号）を別紙のとおり定めるため、

地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

１ページをお願いします。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６,９０６万４,０００円を増額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７億１,４９２万５,０００円とするもので

す。 

歳出の主なものからご説明いたします。 

１２ページをお願いします。 

５款、総務費、５項、総務管理費、５目、一般管理費、１２節、委託料、３３万円

の増額につきましては、介護保険制度改正に伴うシステム改修費となります。 

１４ページをお願いいたします。 

１０款、保険給付費、５項、５目、介護サービス等諸費、１８節、負担金補助及び

交付金、７,３２６万７,０００円につきましては、介護サービスの給付に関するもの

で、説明欄２行目、施設介護サービス給付費に不足が生じましたので、増額補正する

ものです。 

次に、歳入の主なものをご説明いたします。 
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６ページをお願いいたします。 

５款、保険料、５項、介護保険料、５目、第１号被保険者保険料、５節、現年度分

特別徴収保険料、１,１４４万円の増額は、介護保険料現年度分の調定見込みに伴うも

のです。 

７ページをお願いいたします。 

１５款、国庫支出金、１０項、国庫補助金、５目、調整交付金、５節、現年度分１,

３１４万４,０００円の増額は、介護給付費の増額に伴う交付申請による増額となりま

す。 

８ページをお願いします。 

２０款、５項、支払い基金交付金、５目、介護給付費交付金、５節、現年度分１,２

７９万３,０００円の増額は、介護給付費の増額に伴う交付申請に伴う増額となります。 

１０ページをお願いします。 

４０款、繰入金、５項、一般会計繰入金、５目、介護給付費繰入金、５節、現年度

分５９２万２,０００円の増額は、介護給付費の増額に伴うものです。 

これで、議案第１８号のご説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 町民課長、坂本哲也君。 

○町民課長（坂本哲也君） 議案第１９号、令和６年度氷川町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）についてご説明いたします。 

令和６年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を別紙のとおり定め

るため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございま

す。 

１ページをお願いいたします。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７８９万２,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億４,２９６万３,０００円とするものです。 

歳出の主なものについて、ご説明いたします。 

８ページをお願いいたします。 

１０款、後期高齢者医療広域連合納付金、５項、後期高齢者医療広域連合、５目、

後期高齢者医療広域連合納付金、１８節、負担金補助及び交付金の８３２万６,０００

円の減額は、負担金額の確定によるものでございます。 

１５款、保健事業費、５項、健康保持増進事業費、５目、健康診査費、１１節、役

務費から１２節、委託料の合計４６万円の増額は、健診の受診者数が予定より多くな

る見込みによるものでございます。 

続きまして、歳入をご説明いたします。 

６ページをお願いいたします。 

５款、５項、後期高齢者医療保険料、５目、特別徴収保険料、１,８４５万７,００

０円の減額及び１０目、普通徴収保険料１,３６９万円の増額は、調定見込みによるも

のでございます。 

２０款、繰入金、５項、一般会計繰入金、１０目、５節、保険基盤安定繰入金４２

１万３,０００円の減額は、広域連合の算定額の確定によるものでございます。 

７ページをお願いいたします。 

３０款、諸収入、２０項、受託事業収入、５目、後期高齢者医療広域連合受託事業

収入、５節、健康事業収入、４５万８,０００円の増額は、健診の受診者数が多くなる

見込みによるものでございます。 

これで、議案第１９号、令和６年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２
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号）について、ご説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 建設下水道課長、白丸浩二君。 

○建設下水道課長（白丸浩二君） 議案第２０号、令和６年度氷川町下水道事業会計

補正予算（第４号）についてご説明いたします。 

令和６年度氷川町下水道事業会計補正予算（第４号）を別紙のとおり定めるため、

地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

１ページをご覧ください。 

第２条、収益的収入及び支出の補正につきましては、支出に３５万円を追加し、支

出計６億３５９万１,０００円とするものです。 

収益的支出の主なものについて、説明いたします。 

４ページをご覧ください。 

１款、公共下水道事業費用、１項、営業費用、１目、管渠費の３０万円は、マンホ

ールポンプ場の電気代が不足するため増額するものです。 

これで、議案第２０号の説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） ここで、１時まで、暫時休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

午前１１時５７分 

午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（米村 洋君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

企画財政課長、西村憲志君。 

○企画財政課長（西村憲志君） 議案第２１号、令和７年度氷川町一般会計予算につ

いて、説明いたします。 

令和７年度氷川町一般会計予算を別紙のとおり定めるため、地方自治法第９６条第

１項の規定により議会の議決を求めるものです。 

１ページをご覧ください。 

第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ７９億６,１６６万５,０００円と

するものです。 

７ページをご覧ください。 

第２表、債務負担行為です。一般健康診査委託ほか１件の計上です。 

８ページをご覧ください。 

第３表、地方債です。総務債ほか６目の借入れ限度額等の計上です。 

次に、歳入を説明いたします。 

９ページの事項別明細書、１、総括歳入をご覧ください。 

歳入合計は７９億６,１６６万５,０００円で、前年度比６,５１３万円の増、０.８

パーセントの増となっております。 

主なものといたしましては、５款、町税、９億８,６９８万７,０００円、前年度比

２,５２３万９,０００円の減額です。 

４５款、地方交付税２８億８,０００万円、前年度同額計上です。 

６５款、国庫支出金７億６,８０６万７,０００円、前年度比７,２３６万９,０００

円の増額です。  

７０款、県支出金５億８,７４５万３,０００円、前年度比５９３万１,０００円の減

額です。 

８０款、寄附金、５億１００万１,０００円、前年度同額計上です。 
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８５款、繰入金、１３億４,７０２万円、前年度比１億９,９１５万６,０００円の増

額です。 

９９款、町債３億６３０万円、前年度比２億３,８２０万円の減額です。 

続きまして、歳出の主なものを説明いたします。 

３９ページをご覧ください。 

５款、５項、５目、議会費です。 

目総額６,９７３万７,０００円の計上で、前年度比４１２万３,０００円の増額です。 

１１節需用費に、議場照明のＬＥＤ化などに伴う修繕料、４８７万３,０００円の計

上により増額となっております。 

４０ページをご覧ください。 

１０款、総務費、５項、総務管理費、５目、一般管理費で、前年度比４１３万９,００

０円の減額です。 

人事院勧告による給与改定等に伴い、１節、報酬の会計年度任用職員分、２節、給

料の一般職分、３節、職員手当等の期末勤勉手当などで、合計３,６１６万６,０００

円の増額計上となっておりますが、３節、職員手当等の退職手当組合負担金が定年延

長に伴う負担金算定方法について、退職者がいない年度は負担金が４分の１となる特

例措置があるため、一般管理費全体では減額となっております。 

４２ページをご覧ください。 

７節、報償費のうち、５６万２,０００円のほか、４３ページの１０節、需用費、消

耗品費に１２０万５,０００円。 

４５ページの１番下から次のページにかけまして、１２節、委託料に５４２万７,０

００円など、氷川町誕生２０周年記念式典開催に伴う関連予算を計上しております。 

４７ページをご覧ください。 

１８節、負担金補助及び交付金、下から３番目の八代市乗り合いタクシー負担金、

２２１万円は、既存の路線バスが昨年１０月から一部乗り合いタクシーに転換され、

種山線として新設されたため、１６９万５,０００円を増額し、１番下の地方バス対策

補助金２,１１０万８,０００円は前年度同額で計上しております。 

４９ページをご覧ください。 

１０目、財産管理費、１２節、委託料、下から２番目の公共施設等総合管理計画及

び個別管理計画更新業務委託料３１７万７,０００円は、令和７年度までとなっている

現在の本計画を更新するものでございます。 

５３ページをご覧ください。 

１５目、企画費、１２節、委託料、上から２番目のふるさと納税事業支援業務委託

料２億５,０００万円は、７年度の目標寄附額５億円と見込み、これに対する返礼品代

金等を含むふるさと納税に係る委託料です。 

５４ページをご覧ください。 

同じく委託料の上から３番目です。 

町ＰＲパンフ動画作成業務委託料４２９万円は、令和７年度に氷川町誕生２０周年

を迎えることに併せて、今年度から２か年計画でＰＲパンフレットＰＲ動画イメージ

ソングなどを製作しているものです。 

次の地域力創造アドバイザー業務委託料５５９万７,０００円は、国の制度を活用し、

町が最優先で取り組むべき事案を加速度的に推進するため、地域人材ネットに登録さ

れたアドバイザーを招聘するものです。 

委託料の１番下です。ブランドマーク製作業務委託料３６３万円は、これからの氷
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川町が伝えたいイメージや氷川町らしさを統一し、一貫性のあるブランドマークなど

を製作することで、これを見た人が氷川町をイメージイメージできるようなものを製

作するものです。 

５５ページをご覧ください。 

１８節、負担金補助及び交付金、１番下の地域活性化企業人負担金５９０万円は、

引き続き株式会社博報堂プロダクトの社員を受入れ、そのノウハウや知見などを生か

しながら、地域独自の魅力や価値の向上につながる業務に従事していただくものです。 

５６ページをご覧ください。 

３０目、情報推進費、１２節、委託料、下から２番目の情報システムの標準化共通

化対応業務委託料７,８１９万７,０００円や、５８ページの１３節、使用料及び賃借

料、下から５番目のガバメントクラウド利用料１,３２８万５,０００円など、国が全

国的に進めている地方公共団体のシステムの統一標準化に係る予算を計上しておりま

す。 

６１ページをご覧ください。 

８５目、ふるさと氷川応援基金費、２４節、積立金５億１２４万９,０００円は、令

和７年度の寄附受入れ額を５億円と見込み、基金利息とあわせて基金に積み立てるも

のです。 

６３ページをご覧ください。 

１０項、徴税費、１０目、賦課徴収費、１０節、需用費に、地方公共団体のシステ

ムの統一標準化に係る帳票などの印刷製本費４５３万２,０００円を計上しておりま

す。 

６７ページをご覧ください。 

１５項、５目、住民基本台帳費、１２節、委託料、下から２番目の戸籍システム標

準化及びガバメントクラウド移行作業委託料、１,７３６万９,０００円と、次のペー

ジの１３節、使用料及び賃借料、１番下のガバメントクラウド料４０６万２,０００円

など、こちらも地方公共団体のシステムの統一標準化に係る予算を計上しております。 

６９ページをご覧ください。 

２０項、選挙費、１５目、町長及び町議会議員選挙費の目総額２,７３８万２,００

０円は、令和７年１１月の任期満了に伴い、７１ページまで関連予算を計上しており

ます。 

３５目、参議院議員選挙費の目総額１,７７５万１,０００円は、令和７年７月の任期

満了に伴い、７２ページまで関連予算を計上しております。 

７３ページをご覧ください。 

２５項、統計調査費、１０目、基幹統計調査費の目総額４９３万９,０００円は、令

和７年度に実施される国勢調査等の関連予算として、調査員報酬などを計上しており

ます。 

８１ページをご覧ください。 

１５款、民生費、５項、社会福祉費、１５目、障害者福祉費、１９節、扶助費４億

２,５５９万７,０００円は、障害福祉サービスの利用者の増加や、報酬の改定などに

より、前年度比で６,１２４万４,０００円の増となっております。 

８５ページをご覧ください。 

１０項、児童福祉費、１０目、児童措置費、１９節、扶助費２億６４１万円は、昨

年１０月の児童手当制度改正に伴い、前年度比で４,４０３万円の増となっております。 

１５目、保育所費、１８節、負担金補助及び交付金、上から４番目の保育施設給付



29 

 

費補助金、５億３２０万９,０００円は、入所者の増加や公定価格の改定などにより、

前年度比で４,８９８万６,０００円の増となっております。 

８９ページをご覧ください。 

１５項、福祉センター費、１０目、竜北福祉センター費、１０節、需用費修繕料に

は、老朽化に伴う非常放送設備の更新４３３万４,０００円や、厨房の空調の改修１２

０万円など、機械機器等の改修費用を計上し、次のページの１４節、工事請負費には、

経年劣化による停電やケーブル火災の恐れがあるため、受変電設備及び高圧幹線ケー

ブル改修工事１,１０８万８,０００円を計上しております。 

９６ページをご覧ください。 

２０款、衛生費、５項、保健衛生費、３０目、健康センター費、１０節、需用費に

おいて、健康センターホール照明のＬＥＤ化に伴う修繕料１２７万６,０００円を計上

しております。 

１０３ページをご覧ください。 

２５款、農林水産業費、５項、農業費、１０目、農業振興費、１８節、負担金補助

及び交付金、１番下の柑橘類自然災害次期作防除支援事業補助金３０８万６,０００円

は、今年度の干ばつや高温による柑橘類の減収に伴い、次期作に向けた防除費用を補

助するものです。 

１０９ページをご覧ください。 

４０目、物産館費、１７節、備品購入費４６７万５,０００円は、老朽化に伴いティ

ーサーバーや冷蔵庫ショーケースなどを物産館に購入するものです。 

１１２ページをご覧ください。 

３０款、５項、商工費、１０目、商工業振興費、１８節、負担金補助及び交付金の

商工会補助金１,７５０万円は、商工会への運営補助金のほか、２０パーセントのプレ

ミアム付き商品券の発行数を６年度の３,０００冊から５,０００冊に増やし、町内事

業所でのさらなる消費喚起による地場産業の活性化を図るものです。 

１１５ページをご覧ください。 

２５目、立神峡公園費、１０節、需用費の修繕料３４５万９,０００円は、ログハウ

スの長寿命化を図るため、外壁保護材の塗布などの予算を計上し、次のページの１７

節、備品購入費７４万１,０００円は、老朽化した冷蔵庫などを購入するものです。 

１１９ページをご覧ください。 

３５款、土木費、１０項、道路橋りょう費、１５目、道路新設改良費、１２節、委

託料に、町道氷川中南線道路改良構造物詳細設計業務委託料など３,２００万円を計上

し、次のページの１４節、工事請負費に、町道北川反甫北鹿野線道路改良工事など、

５,９００万円を計上しております。 

１２１ページをご覧ください。 

２０目、橋りょう新設改良費、１４節、工事請負費、町道八間川東網道１７号線八

間川４号橋橋梁改修工事として３,１００万円を計上しております。 

１２４ページをご覧ください。 

２５項、住宅費、１０目、住宅建設費、１２節、委託料の地域優良賃貸住宅整備事

業アドバイザリー業務委託料、１,２１０万円は、本事業を適正に実施するため、各種

業務の支援や書類作成、リーガルチェックなどを委託するものです。 

１３５ページをご覧ください。 

４５款、教育費、１０項、小学校費、５目、学校管理費、１４節、工事請負費は、

老朽化により雨漏りが発生している竜北東小学校低学年棟の屋根防水改修工事２,４
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００万円と、学校給食共同調理場への統合により不要となった宮原小学校給食棟の解

体工事 ２,２００万円を計上しております。 

１３７ページをご覧ください。 

１５目、学校事務センター費、１２節、委託料のＧＩＧＡスクール用端末整備支援

業務委託１,３７４万５,０００円と、次のページの１７節、備品購入費３,５４３万７,

０００円のうち、２,７１５万３,０００円は、更新時期となる３つの小学校の児童用

タブレット端末を更新するもので、そのほか、校務用パソコンなどの購入に係る予算

を計上しております。 

１４４ページをご覧ください。 

２０項、社会教育費、５目、社会教育総務費、１２節、委託料、下から２番目の中

ノ城古墳出土円筒埴輪修復業務委託料２９７万５,０００円は、九州国立博物館に展示

中の埴輪に亀裂などが生じているため修復するものです。 

１５４ページをご覧ください。 

２５項、保健体育費、１５目、学校給食施設費、１７節、備品購入費１,０５０万４,

０００円は、氷川中学校の給食調理が学校給食共同調理場を統合することに伴い、給

食配送車６２１万４,０００円のほか、運搬用のコンテナ、食器消毒保管庫などを購入

するものです。 

１５６ページをご覧ください。 

５５款、５項、公債費、５目、元金、２２節、償還金利子及び割引料に、町債元金

８億４,５００万２,０００円を計上しております。 

前年度より５,２８１万７,０００円の減額となっておりますが、これは、宮原振興局

の新築工事などの返済が終了したことによるものです。 

１５７ページの給与費明細書以降につきましては、説明を省略させていただきます。 

これで、議案第２１号の説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 町民課長、坂本哲也君。 

○町民課長（坂本哲也君） 議案第２２号、令和７年度氷川町国民健康保険特別会計

予算についてご説明いたします。 

令和７年度氷川町国民健康保険特別会計予算を別紙のとおり定めるため、地方自治

法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

１ページをお願いいたします。 

第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２０億１,５１３万３,０００円と

するものです。 

４ページをお願いいたします。 

第２表、債務負担行為にて、特定健診人間ドック分業務委託に関して、令和８年度

までの限度額２３０万円を計上しております。 

次に、歳出の主なものをご説明いたします。 

１４ページをお願いいたします。 

１０款、保険給付費、５項、療養諸費、５目、療養給付費、１８節、負担金補助及

び交付金、１２億７,８００万円は、昨年より４００万円少なく見込んだ診療報酬分を

計上しております。 

１０款、保険給付費、１０項、５目、高額療養費、１８節、負担金補助及び交付金

２億３,１００万円は、昨年より２,０００万円を多く見込んだ高額療養費を計上して

おります。 

１６ページをお願いします。 
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２３款、国民健康保険事業費給付金、５項、５目、医療費給付金分、１８節、負担

金補助及び交付金３億３９万８,０００円から、１７ページの２３款、国民健康保険事

業費給付金、１５項、５目、介護納付金分、１８節、負担金補助及び交付金３,９９９

万円までにおきましては、それぞれ県の試算による納付金額を計上しております。 

同じページの１７ページになります。 

３０款、３項、保健事業費、５目、保険給付費、１８節、負担金補助及び交付金１

５０万円につきましては、鍼灸券の助成単価を１回１,０００円から１,５００円に見

直した額で計上しております。 

続きまして、歳入の主なものをご説明いたします。 

７ページをお願いいたします。 

５款、５項、５目、国民健康保険税、本年度予算額３億５,１４３万円は、昨年１１

月末の徴収状況により試算した額で計上しております。 

昨年より１,８９９万円の減額となっております。 

８ページをお願いいたします。 

２５款、県支出金、１０項、県補助金、１５目、保険給付費等交付金、５節、普通

交付金、１５億１,８５８万８,０００円は、歳出における保険給付費のうち、療養給

付費、療養費、高額療養費などの合計額を計上しており、昨年より１,６０５万１,０

００円の増額となっております。 

９ページをお願いいたします。 

４０款、繰入金、５項、５目、一般会計繰入金総額９,８２３万５,０００円は、昨

年より８３０万５,０００円の減額となっております。 

２２ページ、給与費明細書以降につきましては、説明を省略させていただきます。 

これで、議案第２２号の説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 福祉課長、尾崎徹君。 

○福祉課長（尾崎 徹君） 議案第２３号、令和７年度氷川町介護保険特別会計予算

についてご説明いたします。 

令和７年度氷川町介護保険特別会計予算を別紙のとおり定めるため、地方自治法第

９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

１ページをお願いします。 

第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１７億６８２万５,０００円とする

ものです。 

５ページをお願いいたします。 

歳入歳出当初予算事項別明細書においてご説明をさせていただきます。 

歳入の主なものといたしまして、５款、保険料３億３,０７７万７,０００円、前年

比１,７１２万４,０００円の増額です。 

１５款、国庫支出金４億３,４２３万９,０００円、前年比２,１５７万５,０００円

の増額です。 

２０款、支払い基金交付金、４億４,２３３万５,０００円、前年比２,４９８万６,

０００円の増額です。 

２５款、県支出金２億３,８９３万１,０００円、前年比１,７５２万８,０００円の

増額です。 

４０款、繰入金２億５,９８５万１,０００円、前年比１,４７８万１,０００円の増

額です。 

歳入の増額は、歳出の項目から負担割合により算出するための増額となります。 
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次に、歳出をご説明いたします。 

６ページをお願いします。 

歳出の主なものといたしまして、５款、総務費２,５９３万６,０００円、前年比１

８５万４,０００円の増額です。 

増額の理由といたしまして、システム標準化に伴うシステム改修費や、介護訪問調

査員の給与改定が主な理由となります。 

１０款、保険給付費１５億９,３８１万６,０００円、前年比９,０４９万３,０００

円の増額です。 

保険給付費につきましては、過去３年間の平均値を参考に、６年度の給付実績をも

とに計上しており増額としております。 

１７款、地域支援事業費８,５５２万２,０００円、前年比３８９万７,０００円の増

額です。 

地域支援事業費につきましては、第１０期介護保険事業計画策定に伴いますニーズ

調査業務による委託料の計上分が増額となります。 

歳入歳出の合計額１７億６８２万５,０００円は、前年度１６億１,０４４万３,００

０円対し、９,６３８万２,０００円の増額となります。 

２７ページ、給与費明細書以降につきましては、説明を省略させていただきます。 

これで、議案第２３号の説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 町民課長、坂本哲也君。 

○町民課長（坂本哲也君） 議案第２４号、令和７年度氷川町後期高齢者医療特別会

計予算についてご説明いたします。 

令和７年度氷川町後期高齢者医療特別会計予算を別紙のとおり定めるため、地方自

治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

１ページをお願いいたします。 

第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２億５,７５４万９,０００円とす

るものです。 

４ページをお願いいたします。 

第２表債務負担行為におきまして、後期高齢者健診人間ドック分業務委託に関しまし

て、令和８年度までの限度額２３万円を計上しております。 

次に、歳入歳出当初予算事項別明細書から歳入をご説明いたします。 

５ページの総括歳入をお願いいたします。 

歳入合計は、本年度予算額の１番下の行で２億５,７５４万９,０００円、前年比９

２８万５,０００円の増額となります。 

主なものとしましては、５款、後期高齢者医療保険料１億７,３２５万３,０００円、

前年比７４４万７,０００円の増で、後期高齢者医療広域連合の算定による増額となり

ます。 

２０款、繰入金７,８２８万７,０００円、前年比１１７万４,０００円の増額となり

ます。 

主な要因は、会計年度任用職員の報酬改定などに伴う事務費繰入金の増額によるも

のです。 

次に歳出をご説明いたします。 

６ページの歳出をお願いいたします。 

歳出合計は本年度予算額の１番下の行になります。２億５,７５４万９,０００円、

前年比９２８万５,０００円の増額となります。 
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主なものとしましては、１０款、後期高齢者医療広域連合納付金２億３,８８８万７,

０００円、前年比６６７万１,０００円の増額で、広域連合の算定による被保険者保険

料負担金の増額によるものです。 

１５款、保健事業費１,６７４万円、前年比２４８万６,０００円の増額で、主な内容

は、１１ページをお願いいたします。 

１５款、保健事業費、５項、健康保健増進事業費、５目、健康診査費の１０節、需

用費から１２節、委託料までの物件費及び１０目、健康増進事業費、１節、報酬から

４節、共済費における会計年度任用職員の報酬手当等の増額によるものでございます。 

１４ページ、給与費明細書以降につきましては説明を省略させていただきます。 

これで、議案２４号の説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 建設下水道課長、白丸浩二君。 

○建設下水道課長（白丸浩二君） 議案第２５号、令和７年度氷川町下水道事業会計

予算についてご説明いたします。 

令和７年度氷川町下水道事業会計予算を別紙のとおり定めるため、地方自治法第９

６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

１ページをご覧ください。 

初めに、第２条、業務の予定量は処理区域内人口を９,５５８人とし、これまでの実

績などをもとに推計いたしました。 

年間有収出水量は、１０１万６１７立方メートルを見込んでいます。 

この有収出水量とは、処理水のうち、下水道使用料の対象となった分の水量となり

ます。 

また、主な建設改良事業といたしまして、管渠点検調査業務１,６００万円、公共ま

す設置工事３００万円、宮原浄化センター場内配管等改築工事１億５,０００万円を予

定しております。 

次に、第３条収益的収入及び支出については、主に下水道資産の維持管理に係る経

費になります。 

２ページをご覧ください。 

第４条、資本的収入及び支出については、下水道資産の建設事業に係る経費になり

ます。 

次に、第３条の収益的収入について説明いたします。 

６ページをご覧ください。 

令和７年度氷川町下水道事業会計当初予算実施計画書でご説明いたします。 

１款、公共下水道事業収益は６億１,５７１万９,０００円を見込んでいます。 

その内訳としては、１項、営業収益１億６,０１２万１,０００円は、主なものとし

て、下水道使用料などを計上しております。 

次に、２項、営業外収益４億５,５５９万８,０００円は、一般会計からの補助金で

ある他会計補助金３億１,２２７万５,０００円と、収益的支出に対し、過去償却資産

を取得した際の国庫補助金などの財源を収益化した長期前受金戻入１億４,３３２万

円が主なものです。 

続きまして、収益的支出についてご説明いたします。 

７ページをご覧ください。 

１款、公共下水道事業費用は５億２,８３６万２,０００円を予定しております。 

その主な内訳としては、１項、営業外費用４億８,１３９万９,０００円は管渠費の

修繕費が県道１４号線、国道４４３号線などの道路改修に伴うマンホール高さ調整工
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事１,０９５万円、委託料として、マンホールポンプ場管理委託料４１４万７,０００

円及び処理場費が、宮原浄化センター管理業務委託料４,９８５万９、５万６,０００

円、流域下水道維持管理負担金７,２９１万３,０００円、個別排水処理費が合併処理

浄化槽清掃管理委託料１７３万９,０００円、総係費が、職員の人件費等で２,０８２

万円、下水道事業会計アドバイザー支援業務委託料２６０万円、固定資産の減価償却

費に２億７,８８５万３,０００円を計上しています。 

次に、２項、営業外費用４,６４６万３,０００円は、主なものといたしまして、企

業債支払い利息４,０４０万２,０００円などを計上しております。 

次に、３項、予備費５０万円を計上しております。 

続きまして、８ページをご覧ください。 

第４条、資本的収入及び支出の収入からご説明いたします。 

１款、資本的収入は２億１４７万２,０００円を見込んでおります。 

その内訳としては、１項、企業債１億１,８６７万１,０００円は、下水道債１億１,

６０７万１,０００円、公営企業会計適用債２６０万円を計上しています。 

次に、２項、他会計補助金１,４３０万５,０００円は企業債の償還に要する経費に

対する一般会計からの基準内繰入額の補助金を計上しています。 

次に、３項、補助金６,６３０万円は、管渠点検調査業務と、宮原浄化センター場内

配管等改築工事に係る国庫補助金になります。 

次に、４項、負担金等では２１９万６,０００円の下水道事業受益者分担金を見込ん

でいます。 

続きまして支出は、１款、資本的支出は４億２,４３６万２,０００円を見込んでお

り、その内訳として、１項、建設改良費１億７,２４８万４,０００円は、主なものと

しては、工事請負費として、公共ます設置工事３００万円、宮原浄化センター場内配

管等改築工事１億５,０００万円を計上しています。 

次に、２項、流域下水道建設負担金２,１６６万７,０００円は、八代北部流域下水

道建設負担金を計上しています。 

次に、３項、固定資産購入費１３３万１,０００円は、下水道検針ハンディターミナ

ル３機の購入として計上しています。 

次に、４項、企業債償還金２億２,８８８万円は、建設企業債元金の償還金として計

上しています。 

それでは、予算書の２ページをご覧ください。 

上から４行目の第４条、資本的収入及び支出の括弧書きについて読み上げます。 

基本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億２,２８９万円は、当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額１,００６万６,０００円、当年度分損益勘定留保

資金１億３,５５３万３,０００円、繰越利益剰余金処分額７,７２９万１,０００円で

補填するものとすると定めています。 

この資本的収入及び支出の予算では、支出に対し収入が少なく計上されていますの

で、不足分を当年度分損益勘定留保資金などで補填するものです。 

続きまして、３ページをご覧ください。 

第５条、企業債は、令和７年度に起こす企業債について定めるものでございます。 

第６条では、一時的な資金不足があった場合の短期的な借入れの限度額を２億円と

定めています。 

第７条では、予定支出の各項間の流用範囲を定めています。 

次に、第８条では、議会の議決を得なければ流用できない経費として職員給与費の
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２,０８２万円を定めています。 

続きまして、４ページをご覧ください。 

第９条、他会計からの補助金については、下水道事業の運営のため、一般会計から

の繰入れ総額を３億２,６５８万円と定めています。 

次に第１０条、繰越利益剰余金７,７２９万１,０００円を資本的収支不足額に対す

る補填財源に充てるために処分することを定めています。 

なお、氷川町下水道事業会計予算に関する説明資料として、９ページ以降に、氷川

町下水道事業会計予定キャッシュフロー計算書、給与費明細書、氷川町下水道事業会

計予定貸借対照表などを掲載しておりますので、ご参照ください。 

また、予算計上項目の詳細につきましては参考といたしまして、歳入歳出予算事項

別明細書を別に添付しておりますので、ご参照ください。 

これで、議案第２５号の説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 説明が終わりました。 

５分間、暫時休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

午後 １時４０分 

午後 １時４５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（米村 洋君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

これから、質疑を行います。議案第３号について、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

議案第４号について、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、議案第５号について、質疑ありませんか。 

西尾正剛君。 

○２番（西尾正剛君） 今回の改正は、扶養手当、通勤手当もあるんですが、この点

は別として、この給料表の件です。 

昨年１２月改正では、１級と２級の若年層の職員の給料がアップされたんですけど

も、今回は３級以上の職員の給料表の見直しです。 

そこで、今回の提案理由のところに国の人事院勧告による給与改定とあるんですが、

国家公務員給与と同じ行政職の給料表かどうか、まず１点、ここをお願いいたします。 

○議長（米村 洋君） 総務課長、増永光幸君。 

○総務課長（増永光幸君） 公務員国家公務員とは異なるものになります。 

一応公務員法で定められる給与になっております。以上です。 

○議長（米村 洋君） 西尾正剛君。 

○２番（西尾正剛君） 国家公務員の行一とは異なるということですか。 

以前は、国家公務員の給料表がこの人事院勧告で改正になった時には、準則という

形で、それに右へ倣えという形で給料表が改正になってたんですが、以前は自治体に

よっては独自の給料表のところもありました。 

今の状況で、県内４５市町村がこの国家公務員の行一の俸給表に倣った形で同じ給

料表を使っているかどうか、お尋ねいたします。 

○議長（米村 洋君） 総務課長、増永光幸君。 
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○総務課長（増永光幸君） この件につきましては、全県、恐らく全国と思いますが、

同一の給与表を使っております。以上です。 

○議長（米村 洋君） 西尾正剛君。 

○２番（西尾正剛君） この国家公務員の給料表の処遇面では、この表を基にして国

家公務員が１００として、その場合、各自治体で評価する、比べるラスパイレス指数

というのがあるんですけども、今、氷川町はこのラスパイレス指数の数と４５自治体

の中で、大体のところ、大体とか言ったらいかんですね、何位をいま行っているのか、

この２点をお尋ねいたします。 

○議長（米村 洋君） 総務課長、増永光幸君。 

○総務課長（増永光幸君） ラスパイレス指数につきましては、氷川町は一昨年が９

０パーセント程度で、氷川町は県内では低い段階、何位とまでは申し上げられません

が、１番低いほうの部類に当たっていたかと認識しております。以上です。 

○議長（米村 洋君） 西尾正剛君。 

○２番（西尾正剛君） 分かりました。 

一昨年が９０パーセントということですから、かなり氷川町の職員の給料が国家公

務員と比べて、県内でも比べても低い位置にあるようです。 

これは合併前でいけば、球磨郡のある村が熊本県内では最下位だったような記憶が

ございますけども、このラスパイレス指数、今は渡りっていうのが廃止されていると

思いますので、昇格ラインを上げていくか何かそういった工面をしないと、ラスパイ

レス指数というのは上がっていかないんですけれども、今年の１月とか職員の再募集

があったり、中途で職員が退職するというケースもちょっと耳にしますので、今の若

い人たちはお金よりも余暇を大事にするというような人たちもいるみたいですけれど

も、やはり、職員のそういった処遇を改善する必要があるというふうに思いますが、

この点、町長の見解をお尋ねしたいと思います。 

○議長（米村 洋君） 町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） ラスパイレス指数のお話がありました、当然、西尾議員ご承

知のとおり、この数字は職員の年齢構成でもかなり変わってまいります。 

今、私どもの町は、若い職員が入替えの時期がありまして、３分の１はここ近年の

採用でございまして、どうしてもそういった意味からしますと、平均給与は落ちてま

いります。 

全体のバランスも、かなり指数としては多分落ちてきてるんだろうなと思っており

ますし、新規採用あるいは中途採用、退職の話がありました。 

確かに、今の若い人たちは給料よりもライフワークバランスのほうを優先されると

いうふうに言われておりまして、特に新規の採用につきましては、一般教養試験をす

るところはあまり受けないそうでございます。 

民間も一緒でございまして、面接重視のところには皆行くけれども、一般教養試験

があるところにはもう高校、大学いわゆる進学・就職する時から、そちらをいわゆる

外すというような傾向にあるそうでございまして、そういった意味では、私どもの職

員採用の試験の在り方も、今後少し考えていかなくてはならないのかなということと、

社会人の中途採用につきましても、今年初めてやりました。 

結果としては１名採用になるのかなと思っておりますけども、そういった、いわゆ

る中途採用につきましても、門戸を広げていかなくちゃならないというふうに思って

おります。 

いずれいたしましても、給料は生活給でございますので、しっかりやはり生活がで
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きるような部分は工夫しながらやっていかなくちゃなりませんし、かといって特別に

我が町だけに給料表をつくるわけにはいきません。 

今日の冒頭のご挨拶でも言いましたとおり、そのために人事考課を行っているわけ

でございまして、そういった中で給料までそれを反映させていけるような形ができて

くれば、そこでかなりあげられる部分もあるのかなと思っております。ありがとうご

ざいます。 

○議長（米村 洋君） 西尾正剛君。 

○２番（西尾正剛君） 別に職員組合から頼まれたわけじゃないんですけども、町長

も私も総務課上がりですので、人事考課も、私も関わってきた立場の人間だったんで

すけども、是非職員の処遇あたりのほうを、町長の考え一つで、そういったレベルア

ップもできると思います。よろしくお願いしをしたいと思います。以上です。 

○議長（米村 洋君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） これで、質疑を終わります。 

次に、議案第６号について、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、議案第７号について、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、議案第８号について、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、議案第９号について、質疑ありませんか。 

吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） 消防団員の定数の問題と給与を旅費規程があるわけですが、

うちの場合、今度４８０名にしたいということで出されています。 

団員の決める基準というのがあると思うんですが、この基準に照らしてどうなんで

しょうか、一つお伺いしたいと思います。 

それからもう一つ、これは先ほど町長が、女性団員の話をされました。女性団員そ

して学生団員、これも各地でいろいろ検討されているみたいですが、女性団員も分団

で可能なのかどうか含めて、二つちょっとお答えください。 

○議長（米村 洋君） 総務課長、増永光幸君。 

○総務課長（増永光幸君） まず、基準についてですが、基準については、平成の１

７年、合併して以来６４０名の定員でございます。 

参考までに、人口を国調で言いますと、人口は１万３,２３２人から令和の２年の国

調まで１万１,０９４人と約２,１００人ほど人口が減っております。 

そのような中で、消防団員の定数がそのままでよいのか、さまざまな状況が各分団

で課題が挙げられてまいりました。 

その中で、まず基本として、まずは消防力、各分団、地区になりますが、１台ずつ

ポンプ車を持っております。 

１台のポンプ車を操作するに当たって、指揮者と最低４人の操作員、その４人の捜

査員を２班編成にしまして、計９人は必要だろうというところで検討いたしてきまし

た。 
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その中で各地区、世帯数と人員の大きい少ないがありますので、そこの部分を加味

したところで各分団の定員を決定いたしました。 

その最終的な数値が、全団員で、氷川町でいけば女性団員を含めて４８０人という

ことになっております。 

続きまして、２点目の女性団員の話ですが、女性団員の当然団員としての資格は妨

げるものでありませんし、男女問われるものではありませんので、団員として問題は

ないと認識しております。以上です。 

○議長（米村 洋君） 吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） 一つは今言われたように、地域でいろんな災害が起きる、そ

れに十分対応できる団員の数が、私はいるというふうに思うんですね。 

いろいろ話を聞きますと、なかなか消防団員を確保するのに苦労されている話も聞

きます。 

そういう点では、今回一つの基準に基づいて人口も減ってきてるし、そういう点で

は４８０人に対していけば、いざという時にきちっと消防力を発揮して安全が守れる

ということで出されていると思います。 

現時点で、団員が定員に満たないところと定員いっぱいとったことありますが、そ

ういうところに対しては、先ほど言われました、よし頑張ろうという、女性団員がい

たら入っても十分可能ということで、理解していいんですか。 

○議長（米村 洋君） 総務課長、増永光幸君。 

○総務課長（増永光幸君） 議員のおっしゃる通り、認識しております。 

団員としていることを考えております。 

○議長（米村 洋君） 吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） もう一点お伺いします。 

総務省の参考資料では、団員に対する交付税措置の計算の仕方があるんですが、こ

れでは、本当に必要な人員は市町村が決めてもそれに見合う数が私は来てないんじゃ

ないかなという心配もしてるんですね。 

うちみたいに広いところと、人口密集地帯ではまた全然違うんじゃないかなと思う

んですけども、団員の総数に対する交付税の関係では、今度４８０人になったら、そ

の分は反映されるんでしょうか。 

○議長（米村 洋君） 企画財政課長、西村憲志君。 

○企画財政課長（西村憲志君） ただいま交付税に関しましては、消防費の算定基礎

といたしまして、先ほどの消防団員の人数、それと人口が基礎という形で、こちらは

算出基礎を提出しております。 

それに対しまして、どれぐらいの、その人数分で減らされるのかどうかというのは

ちょっとここでは確認ができませんので、お答えいたします。 

○議長（米村 洋君） ほかに、質疑ありませんか。 

西尾正剛君。 

○２番（西尾正剛君） 今回の改正が、ちょうど４分の１の１６０人を減少して４８

０人にするというようなことなんですが、これは幹部会議のほうで決定してそういう

形にされたと思うんですが、今回の補正予算を見ても、幽霊団員辺りをきちんと整理

した格好かなあと、結果かなというふうに思っているんですが、総務課長が話しまし

たように、定数の話でいって、消防団規則のほうで、具体的に言えば、第１０分団員

が町区と東上宮と桜ヶ丘なんですけども、その数が５５名という定数になってますが、

今、総務課長が話しましたように、１つの部で最低９人は必要だというようなお話な
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んですけども、ちょっとこの３つの部の中でも、かなりカバーする、補充を確保する

のが厳しい状態だとも思います。 

そこで、ほかの部を見てみたところ、待機している人がいるんですよね、現実的に、

それも含んだところで今後ある程度再編が必要かなというふうに思いますが、その点

はいかがですか、総務課長。 

○議長（米村 洋君） 総務課長、増永光幸君。 

○総務課長（増永光幸君） 西尾議員がおっしゃった通り、まず団員定数につきまし

ては、令和６年度から期間をかけて定数４８０人までにたどり着いたところです。 

会議の中でも、各部で団員、要綱の中にある人数に足りているところと足りていな

いところございます。 

それについては、今後の課題として幹部会議の中で、消防の中で協議して行って、

それぞれの課題を解決していこうという話になっております。 

また、この１年間の状況を見て次の課題解決につなげていければと考えているとこ

ろです。以上です。 

○議長（米村 洋君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） これで、質疑を終わります。 

次に、議案第１０号について、質疑ありませんか。 

吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） 今ある条例でいきますと、委員については１０名、県の知事

部局から始まって、町職員まであるわけですが、この表を見ると８番目に教育長、９

番目に消防団長、１０番目に役場職員というふうになってますが、現在の体制ではこ

れ以外にも町関係の委員さんたちが入っておられるんでしょうか。まずそれをお伺い

したいと思います。 

○議長（米村 洋君） 総務課長、増永光幸君。 

○総務課長（増永光幸君） 団体の長等が入っております。以上です。 

○議長（米村 洋君） 吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） 東日本震災から能登半島の地震とかいろいろありまして、防

災体制を強化する上では、先ほど町長も言われたようにいろんな人の意見を取り入れ

て体制をとっていこうというのがありますが、特に女性って言っていいんでしょうか、

女性の人たちもこの中に当然入っておられると思うんですが、もう少しそういったと

ころも町長としては入ってもらおうとの考えでしょうか。 

○議長（米村 洋君） 町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） 議員おっしゃいました通りでありまして、今現在の防災会議

の委員の中には女性委員はいらっしゃいません。 

そういった中で、いざという時にいろんな視点での、そういった意見を聞く必要が

あるだろうということで、今回あえて１項目、設けさせていただいて、そういった登

用を図っていこうということでございまして、誰をということはまだ分かりませんけ

ども、そういった視点で、あるいはそれ以外でも専門的なとか言う必要がある時には、

そういった人を登用していきたいというふうに思っております。 

○議長（米村 洋君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） これで、質疑を終わります。 

次に、議案第１０号について、質疑ありませんか。 
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〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、議案第１１号について、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、議案第１２号について、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、議案第１３号について、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、議案第１４号について、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、議案第１５号について、質疑ありませんか。 

吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） 集合税の方式からいわゆる担税方式に変わってくるわけです

が、納期については変更なしというふうに言われました。集合税で１０期になってる

と思うんですが、例えば国保税とか住民税とか、全て１０期になるんでしょうか、分

け方として。 

○議長（米村 洋君） 税務課長、平山早苗さん。 

○税務課長（平山早苗さん） 税の徴収特例条例というのが、徴収の方法と納期につ

いて定めてある条例でございまして、今回の徴収方法に変更になりますけど、納期は

変わりませんということで、納期については１０期でと定めがございますので、それ

ぞれの税目につきまして一応１０期で徴収ということで考えております。以上です。 

○議長（米村 洋君） 吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） 他町村では、例えば４期とかがあるんですね。 

うちの場合、今までは全部まとめて１０回に分けてやってたから、固定資産税にし

ろ、国保にしろ、住民税にしろ、それを１０回に分けるんでしょうかということを聞

きたかったのですが、どうですか。 

○議長（米村 洋君） 税務課長、平山早苗さん。 

○税務課長（平山早苗さん） １０回に分けて徴収をするということでございます。 

今までは、１０回に分けてそれぞれの税目を一つの納付書で納めていただいてた分

を、それぞれ納付書をバラして１０回で徴収ということでしたいと考えております。 

○議長（米村 洋君） 吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） もう一つ、まだ私のほうが理解しきらないのかもしれません

が、旧条文では第１条に事務の合理化というふうに書いてありました。 

新しいのは、標準システムに合わせるということで、負担の軽減っていうふうに書

いてあるんですね、納税者の納税に係る負担の軽減、分けることで、その負担の軽減

になるんですかね。 

納税者はそうなるかもしれないけど、町は納付書が増えるわけでしょう。そうする

と銀行に納付行く人たちは、１回で３枚持っていっても、町は当然、三つ分のお金を、

手数料を取られるんじゃないですか。その辺はどうなんですか。 

○議長（米村 洋君） 税務課長、平山早苗さん。 
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○税務課長（平山早苗さん） 確かにおっしゃる通り、納付書が増えることになりま

すので、手数料あたりは増えてくるかと思っております。 

この改正につきましては、やはり１期当たりの町民の納税義務者の方の負担の軽減

ということで考えまして、１０期ということで、そのままさせていただきたいと考え

ております。以上です。 

○議長（米村 洋君） 吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） 納税する人、銀行の引き落としの人もおれば、納付書に基づ

いて納付する人もまたおられると思いますが、この議案を見た時に、これも町の負担

が増えるんじゃないかなというふうに私は単純にそういうふうに理解したんですが、

新聞を見てたら、事務手続のコストが引上げられるというのが新聞に載ってるんです

ね、手数料引き上げるという何かそういうことでいえば、町は当然、これまでよりも

負担をするというのは、はっきりしてるわけですね。 

○議長（米村 洋君） 税務課長、平山早苗さん。 

○税務課長（平山早苗さん） 当然その手数料の部分に対しましては、町の負担はこ

れまでよりも増額になると思っております。以上です。 

○議長（米村 洋君） 西尾正剛君。 

○２番（西尾正剛君） この集合税方式から単税方式になるというのは、１月の１６

日の臨時議会が終わって全員協議会で説明がありました。 

その時に、この１０期というのをシステム標準化で４期としたい方針だというよう

な説明だったんですが、その時に、片山議員あたりからも、それをまとめたら納税額

が高くなるために、納税者からの不満が出ないかと、そういった意見が出たために、

その時は保留だったと思うんですよね。で、それがいきなりこの提案されて何も説明

がなかったもんですから、せめてその２月の１７日に、災害対策室で、全議員に対し

て主要事業の説明会があったんですが、できればその時に保留だった案件として、今

回提案された説明も受けたかったなというふうに思います。 

吉川議員言われましたが、今そういった議員、片山議員はじめ、ほかの議員から、

１条のところで、納税に係る負担の軽減、これはもうそういった税額を落とすことに

よって、滞納者も減る、きっと減るでしょうから、この１０期に元どおりになってよ

かったなあというふうに個人的には思ってるんですけども、ところが、この納付書は、

税務課長言うように、１枚が３枚になるわけですから、それぞれ口座振替で引き落と

しそういったので、手数料が発生すると思うんですよね。 

今までと比べてちょっと当初予算も私見てるんですが、大体今までの何倍ぐらいこ

ういった金融機関への手数料が増えることになりますか。 

○議長（米村 洋君） 会計管理者、柿本宏樹君。 

○会計管理者（柿本宏樹君） 出納室からお答え申し上げます。 

金融機関での窓口納付の取扱い事務手数料につきましては、昨年度が、６３万７,０

００円で予算を組ませていただいておりまして、今年度の見込額につきましては、９

６万６,０００円を見込んでいるところでございます。 

ですから、この見込額につきましては、金融機関から指定金融機関への送金が有料

化されたことと今年１２月１日から、単税化が始まりますので、その分を上乗せさせ

ていただいております。大体５割増しぐらいです。以上です。 

○議長（米村 洋君） 西尾正剛君。 

○２番（西尾正剛君） 今の金額は５割増しぐらいですか。６３万が約３３万ぐらい

アップするわけですね。 
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これは、納付書を持って行って、その手数料と口座引き落としの場合は手数料がき

っと違うと思うんですけども、現段階でのこの口座引き落としっていうのは大体何割

ぐらい、納税者の何割ぐらいがこの口座引き落としになってますか。 

○議長（米村 洋君） 税務課長、平山早苗さん。 

○税務課長（平山早苗さん） 口座振替率というところでいきますと、大体７５パー

セントぐらいが口座の利用者ということになっております。以上です。 

○議長（米村 洋君） 西尾正剛君。 

○２番（西尾正剛君） 振替にしたならば手数料ぐっと安くなるわけですよね。 

積極的に口座からの振替というの、行政として進めてほしいというふうに思います。 

先ほど税務課長が、納期は規則に定めるという説明がありましたが、これはもう従

来どおりですよね。 

○議長（米村 洋君） 税務課長、平山早苗さん。 

○税務課長（平山早苗さん） 現在どおり、６月から３月まで毎月月末が納期という

ことで、今後も同じ扱いになります。以上です。 

○議長（米村 洋君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） これで、質疑を終わります。 

次に議案第１６号について、質疑を行います。１ページから２９ページまで、質疑

ありませんか。 

吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） 歳入関係、２０ページ、７０款、１０項、５目、５節、ここ

に地方バス特別対策補助金があるわけですが、当初予算では、５０万円であったわけ

ですけども、この予算で見れば、２２万３,０００円しか入ってないというふうになっ

ていると思います。 

この減らされた理由は、先ほどの路線が変わったような話をされたかなあと思うん

ですが、それとは関係ないんでしょうか。これ、もう少し説明をお願いします。 

○議長（米村 洋君） 総務課長、増永光幸君。 

○総務課長（増永光幸君） この補助金につきましては、熊本県が交付しているもの

でございまして、熊本県の方針そのもので、熊本県は、各コミュニティーバス、各地

域で独自で実施するコミュニティー路線等のほうに交付金関係を重点に置いて交付す

る方向性を出しております。その関係で年々少なくなってきております。 

結果氷川町におきましては、２２万３,０００円の交付に終わったということでござ

います。 

なお、参考までに来年７年度は交付がなくなるという形になります。答弁以上です。 

○議長（米村 洋君） 吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） 地方は本当に高齢になったら大変困るんですよね。 

運転するのは危ないから免許を返しなさいとか、いろいろそういうのがある中で、

この減らす要因がいまいち分からないんですが、県のこの減らす基準というのは何か

分かりますか、分かれば教えてください。 

○議長（米村 洋君） 総務課長、増永光幸君。 

○総務課長（増永光幸君） 基準という基準は、確認はいたしておりませんが、基本

的には熊本県も予算を定めて、予算の範囲内で交付というふうに伝えております。 

その中で、各県内におけるコミュニティーバスの運営状況を勘案した上での額が決

定されたと思っております。答弁以上です。 
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○議長（米村 洋君） 吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） やはりこういう補助金関係というのは、一つの基準があって、

人が使わないとか、距離が短くなったとか、そういうので減らされるんだったら、分

かるんですけど、ほとんど路線バス変わってないような気がするんですよね。 

それをバスが通るところの自治体が全てしなくちゃいけないというのは、県がそう

いうのを出さない、私は今年の新年度の予算でもちょっと聞こうかなと思ったんです

が、ゼロなんですよ、新年度は１円も来ないんですよね。 

だから本当ここは、よければいつかの機会でいいですので、減らす基準があれば、

それをぜひ聞いていただいて、教えていただきたいと思います。 

○議長（米村 洋君） ほかに、質疑ありませんか。 

西尾正剛君。 

○２番（西尾正剛君） 歳入のところで１６、１７ページのところで２点だけお尋ね

いたします。 

まず、１６ページのところの土木使用料の住宅使用料、これが、町営住宅の住宅利

用者からの使用料が見込みとしては５００万円も落ちたということなんでしょうけれ

ども、この辺はどういった理由なんでしょうか。 

○議長（米村 洋君） 建設下水道課長、白丸浩二君。 

○建設下水道課長（白丸浩二君） 当初予算を組む際に、住宅の戸数全部を上げてお

りますので、当然入っていらっしゃらないところについては、減になるということで、

その分を勘案して減額としております。以上です。 

○議長（米村 洋君） 西尾正剛君。 

○２番（西尾正剛君） 次の１７ページのほうもよろしいですか。 

この衛生手数料のごみ袋販売手数料、これもちょっと大幅に、当初予算で２,０００

万円ぐらいだったのが、５００万ぐらい減額されておりますので、この点もお尋ねを

したいと思います。 

見込み数よりかなり落ちたということですので、この辺の理由をお願いいたします。 

○議長（米村 洋君） 町民課長、坂本哲也君。 

○町民課長（坂本哲也君） ごみ袋の販売手数料についてですけれども、昨年ごみ袋

の価格改定を行っております。 

それに伴いまして、前の価格の時の需要見込みというのもあったんですけれども、

今年度新しくなりまして、その辺の数量というのをちょっと多めに見てたんですけれ

ども、実際蓋あけてみますと、あまり購入がなかったということで、この販売手数料

落ちている状況でございます。 

○議長（米村 洋君） 飯田健二君。 

○１番（飯田健二君） 私も２点お伺いします、１８ページです。 

総務費、国庫補助金の物価高騰対策重点創生臨時交付金、こちらも２,９００万円ほ

ど減額のところになってますけれども、こちらの、石破首相は国の政策ですけども、

何か地方創生に関しては、地方にこれから協力的にやっていくというところでおっし

ゃってるんですけれども、今年度じゃなくて、次の次年度でそうなるのか分からない

んですけど、まずここが、これだけのマイナスが起きてるのはなぜかということが１

点と、もう一つは、その他２９ページの国庫支出金…。 

○議長（米村 洋君） 飯田健二、ちょっと座って。まず1つずつやろうか。 

企画財政課長、西村憲志君。 

○企画財政課長（西村憲志君） 今の国庫補助金につきましては、この交付金の目的
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といいますのが、物価高騰対策のものになりますので、これにつきましては、５年度

の事業といたしまして、低所得者の支援に対して、１世帯７万円とかの支給があった

んですが、その分で対象者が最終的に確定した段階で、ここの部分で２,８００万円ほ

ど減額をしております。 

そのほかに、税務で言っていました定額減税分ですね、こちらと、あと推奨事業と

いたしまして、農業振興課での燃油の高騰対策ですとか、そういったものに使ったも

のがありましたが、全て実績によって対象になった分、申請があった分につきまして

は、お支払いをしているという状況で、余った分に対して減額をしているということ

になります。以上です。 

○議長（米村 洋君） 飯田健二君。 

○１番（飯田健二君） もう１点です。 

農林水産国庫補助金のところの、こちらも同じ理由でしょうか、経営承継発展等支

援補助金っていうのがございますけども、こちらも５０万円、金額は少ないんですけ

れども、こういったものを使う人がいなかったというところで、減額になってるんで

しょうか。 

○議長（米村 洋君） 農業振興課長、陳野国司君。 

○農業振興課長（陳野国司君） こちらの経営継承発展等支援事業補助金ですけれど

も、１２月議会のほうで提案させていただいたもので、こちらにつきましては、交付

金が財源となっておりますけれども、国から委託を受けました、一般社団法人の全国

農業会議が補助金事務を行うことから、今回雑入のほうで５０万円計上させていただ

いております。以上です。 

○議長（米村 洋君） ほかにありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） これで、質疑を終わります。 

歳出、１０款からやりましょうか。 

吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） 歳出の関係で、３２ページに、１０款、５項、５目、１８節、

負担金補助及び交付金で先ほどちょっと言いましたが、乗り合いタクシーの負担金と

中央バス対策補助金というのがあるんですが、地方バスが乗り合いタクシーに変わっ

た路線、ちょっと言われましたが、その関係もあるのかどうか知りませんが、地方バ

スは毎年大体今の時期に確定して、負担金及び補助金ですか、交付金を出すわけです

が、乗り合いタクシーの負担金も増えたのは、今年が初めてだというふうに思うんで

すが、その説明をしてください。 

○議長（米村 洋君） 総務課長、増永光幸君。 

○総務課長（増永光幸君） 乗り合いタクシーの増額について説明させていただきま

す。 

乗り合いタクシー、氷川町とあと八代市、定住自立圏構想という、ともに地域を発

展させて振興させていきましょうというところで取り組んでいるものでございますが、

そこで取り組んでいる地域公共交通路線の交通の確保と、一応確保というところでの

路線に該当するところでございます。 

ここを、文政線におきまして、距離にしますと約１５.１キロ、氷川町で該当する部

分が１.１キロという区間になります。 

これにつきましては、算定の基礎となる期間というのが、令和５年の１０月から令

和６年の９月まで、この１年間を基礎とするものでございます。 
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その間、バスの運賃につきましては、１８０円均一で乗れるというものでございま

すが、この文政線におきましては、タクシー料金等の料金改定等があったために、こ

の路線は増額になったというふうになっております。 

この乗り合いタクシーになりますので、タクシー料金関係のほうが影響してきたと

いうところで増額の原因というふうに認識しております。以上です。 

○議長（米村 洋君） 吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） この乗り合いタクシーは、いろいろ町民の方も利用したとい

うのは、少しずつ聞くようになったんですね。 

地域の人たちのいろんな、病院とか買物とかには大事だろうなと思うんですが、地

方バスとの兼ね合いもあって、地方バスの補助金も出して、乗り合いタクシーも出し

てっていうのがあって、これは基準が全然違うわけですね。 

補助金の基準というのが、別々の事業だから、だから、何が言いたいかというのは、

こういうのをもっと利用してもらったほうが、交通事故とかいろんな考えればいいわ

けですけども、何か基準があるあるんでしょうけど、それがよく分からないので、毎

年毎年、補助金をただただ増やすだけってなるもんだから、運行する経費の全ての中

で、それをその距離で割って路線の自治体の距離に応じて金が来るってなってるのか、

経営だから利益も出るわけですので、足りない分だけを各関係の市町村に負担させる

そういった基準をもっと分かりように説明していただければなと思ったんです。 

ちなみに乗り合いタクシーは、ここ数年の金額だと思うんですね、当初予算で令和

５年も５万円、６年も５万円だったと思うんですね。 

例えば、地方バスの路線の場合は、これまで何回も聞いてきまして、走る路線が幾

つかあって、そのうち氷川町を走る路線については、その年かかった経費の中から、

距離に応じて負担金払いなさいよってきてるんでしょう。 

この乗り得タクシーも同じなんでしょうか。 

去年は、当初予算は、確か５万円だったと思うんですね。 

５年が５万円、６年も５万円でしょう、たしか、僕はそうだったと記憶してるんで

すが、これ６年度初めて６万８,０００円、１万８,０００円も増えますよってなった

から、その１万８,０００がどうやって増えたのかなと。 

その件は、計算方法があるんだったら、はい分かりましたって払っていいんだけど

思うんですが、どうですか。 

○議長（米村 洋君） 総務課長、増永光幸君。 

○総務課長（増永光幸君） それでは、営業キロ、そのバスが通る距離をございます。 

そこを、氷川町分、八代市の距離でまず案分するという形になります。当然その中

には、タクシー会社のほうも負担する場合がございますので、タクシー会社それと氷

川町、八代市、それぞれが負担して、その負担する中で、今回で言えば、物価高騰そ

れとタクシー料金等の値上げ分の部分を加味されて算出された金額が増減につながっ

ているというふうになっております。説明は以上です。 

○議長（米村 洋君） ほかに、３０ページから４３ページまで質疑ありませんか。 

西尾正剛君。 

○２番（西尾正剛君） 関連してからの話なんですが、地方バス、この対策補助金の

件でご質問いたします。 

２９１万６,０００円が増額補正されて、結果的には２,４１２万４,０００円という

支出額になろうかと思いますが、八農分校線とかほか５路線あるわけなんですが、こ

の５路線での利用者数、氷川町内での利用者数、数字分かりますか。 
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○議長（米村 洋君） 総務課長、増永光幸君。 

○総務課長（増永光幸君） こちら該当するのが、５路線という表現になりますが、

先ほど基準は令和５年１０月から令和６年９月３０日までのこの１年間、産交から頂

きました資料によりますと、この関係路線の総利用者数が５万５,４０８人、そのうち、

氷川町内で乗り降りされた方が１万４０６人という数字になっております。以上です。 

○議長（米村 洋君） 西尾正剛君。 

○２番（西尾正剛君） 氷川町内での利用者数が１万４００人ということなんですけ

ども、これを、町のトータルでの補助額で割ると、大体２,４００円１人当たりかかる

ということですね。 

それで、バス賃を払うわけですから、これに上乗せしてば、大体１人当たり３,００

０円ぐらいがかかる経費ということになるわけなんでしょうけども、バス会社のほう

にちょっと注文つけたいって言ったらなんですが、見る限りでは、あまりお客さん乗

っとらっさんですもんね、ですから、そこは少し生活路線として、重要なところは考

えるんですけども、会社自体としても少し考えてもらって経費を落とすような形で、

考えてほしいなというふうに思います。 

これだけ、氷川町でも２,４１２万４,０００円かかりましたからお願いしますねっ

てことで、補助金を分かりましたということで、支出するんじゃなくして、会社のほ

うとも、これは八代市との何か交通会議か何かあると思うんですが、そういったのを

基にして数とかもチェックされてからのことだと思うんですけども、会社への要望と

かというのも、ぜひお願いをしたいと思います。以上です。 

○議長（米村 洋君） ほかに、質疑ありませんか。 

吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） ３３ページ、１０款、５項、１３目、１８節の負担金補助及

び交付金で、テーマ型まちづくり補助金、地域おこし協力隊活動助成金、移住支援金

というのは、今年の予算は未執行だというふうに思うんですが、このできなかった理

由をお願いします。 

○議長（米村 洋君） 地域振興課長、村上孝治君。 

○地域振興課長（村上孝治君） まず、テーマ型まちづくり補助金につきましては、

各行政区、地区ごと、もしくは、隣の地区と連携して幾つかのテーマに基づいて事業

をやりましょうということで、設けています補助金になります。 

こちらにつきましては、今年度は、特に要望がなかったという状況になります。 

それから、地域おこし協力隊の活動助成金につきましては、年度当初の移住定住に

特化した地域おこし協力隊を今年度採用しようというところで募集してまいりました

けども、町のホームページ、県の担当課等に協力を仰ぎながら募集をしたところです

けども、採用まで至らなかったと、応募がなかったというふうな状況になります。 

それから、移住支援金につきましては、関東東京圏から氷川町のほうに移住したい

ということで、移住して来られる、そこに基準がございまして、県の就業支援を通し

て、仕事につくとかそういった、少しハードルが高い基準もございますので、そうい

った方々が、令和５年度はお１人いらっしゃいましたけども、令和６年度はいらっし

ゃらなかったということになります。以上となります。 

○議長（米村 洋君） ほかに、質疑ありませんか。 

吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） ３５ページ、１０款、５項、３０目、１２節委託料で、委託

料の予算執行率は９２パーセントです。 
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そのあとの職員給与システム通信機器整備の執行率は４５パーセントということで、

予算というのは、効果的に有効に使って、やって努力した結果、こういった幾つか取

上げてますが、予算が不要になるということがあると思うんですが、ここの説明はな

かったと思うので、ぜひお願いします。 

○議長（米村 洋君） 総務課長、増永光幸君。 

○総務課長（増永光幸君） 委託料の執行額の残につきまして、３５ページの人事給

与と庁内グループウエア等の整備運用業務につきましては、当初を予定しておりまし

た業務委託におきまして、不用となった内容がございましたので、その分は実施する

際に不要ということで予算額から実施した委託業務から落とさせていただきました。 

その関係で残額が出てるということになります。 

それと同じく公共施設の通信整備業務委託料ですが、当初、こちらにつきましては、

宮原福祉センターと氷川町の公民館、それと竜北福祉センター、こちらをＷｉ－Ｆｉ

環境を整備しようというところで、当初予算計上していたところですが、宮原福祉セ

ンターにおきましては、センターそのものの運営をどうするかというところの問題が

ございましたので、これについては実施せず保留したので、未実施で残額として残し

たところです。以上です。 

○議長（米村 洋君） 吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） 予算を計上して取り組むことが見込めないというのが分かっ

た段階で、早い段階での減額をするべきじゃないかなというふうに思います。 

続けてお尋ねします。 

３６ページ、１０款、５項、３０目、１８節負担金補助及び交付金、ここに研修負

担金がありますが、研修はされなかったんでしょうか。 

○議長（米村 洋君） 総務課長、増永光幸君。 

○総務課長（増永光幸君） これにつきましては、当初予定しておりましたデジタル

人材の育成に向けた研修に係る負担金ということで研修旅費にかかるというところで

の負担金ですが、予定しておりました職員が、中途退職いたしましたので、その関係

で急遽やむを得ず、研修に参加できなくなったために負担金を落としたというもので

ございます。以上です。 

○議長（米村 洋君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、４３ページから４８ページまで、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、４８ページから５２ページまで、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、５２ページから５８ページまで、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。 

次に、５８ページ質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、５９ページから６３ページまで、質疑ありませんか。 
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西尾正剛君。 

○２番（西尾正剛君） 住宅建設費のところの氷川警察署の解体工事の補正の件です。 

これは、６,０００万円ぐらいの予算に対して２,０００万円ぐらい減額できたという

ことで、これはかなりの落札の率だったと思うんですけども、これはどういった理由

でこれだけ減額できたのか、主だった点の説明をお願いいたします。 

○議長（米村 洋君） 建設下水道課長、白丸浩二君。 

○建設下水道課長（白丸浩二君） 先ずもって、一般公募型というか条件付のプロポ

ーザルを行いまして、その中で提案により、価格の提示があったということで、その

中で、この金額になったということで、４,１８０万円ということになりました。以上

です。 

○議長（米村 洋君） ほかにありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 次に、６３ページから６６ページまで、質疑ありませんか。 

吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） ６６ページ、４０款、５項、２５目、１８節、防災士育成事

業の補助金ですけど、これは以前、総務課長に、防災士をもっと育成する必要がある

んじゃないかというふうに議会で言ったこともあるんですが、今回、１３万２,０００

円の執行で４６万８,０００円ほど不要になったということですが、当然ＰＲもされて、

一生懸命されたと思うんですが、執行になったのはどういうことでしょうか、また、

これどう考えておられるかなあというふうに思うんですけど。 

○議長（米村 洋君） 総務課長、増永光幸君。 

○総務課長（増永光幸君） 現時点で防災士の方々が、一応町内で約８名多ければ１

０名まで伸びるというふうな状況になるのかなと思っております。 

この件につきましては、前回の１２月でも一般質問の中でも答弁させていただきま

したが、吉川議員からは大事な事業でもあると、しっかりとやってくれというような

お声も頂いているところです。 

最終的には１０名程度になるような見込みでございますが、継続して来年度も引き

続き、防災士を育成していって地域のそういう活動に携わっていただければと考えて

おります。以上です。 

○議長（米村 洋君） 吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） 先ほどもちょっと言いましたが、消防団員の団員数も減って

いくわけですし、そういう点では、地域にそういった専門的な知識を持った人は多く

いるということは氷川町にとってもいいことだなというふうに思ってます。 

前回、新年度はもっと増えるんじゃないかなという話もされました。 

今回はそういうことだったと思うんですが、今答弁あったように、更に資格を取り

たい取ってみようと、地域貢献したい人をぜひ掘り起こしていただくようにお願いし

ておきたいと思います。以上です。 

○議長（米村 洋君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） これで質疑を終わります。 

次に、６６ページから７６ページまで、質疑ありませんか。 

吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） ４５款、２０項、２５目、１２節委託料のことでお伺いしま

す。 
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清掃委託料が１万６,０００円減額をしてありますが、この清掃委託は、施設の全体

なのか部分的なものなのか、まずお聞かせください。 

○議長（米村 洋君）生涯学習課長、荒平健二君。 

○生涯学習課長（荒平健二君） 生涯学習課よりお答えいたします。 

竜北歴史資料館の清掃管理の委託料につきましては、室内の清掃の管理委託料とい

うことになります。以上です。 

○議長（米村 洋君） 吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） 資料館全体の管理については、委託には入ってないんですか。

なぜそこを言うかというと、竜北資料館で池があります。 

先日、藻が大量に発生しているから、見てほしいという連絡がありました。現地を

見に行きました。確かに藻がたくさん生えています。いろいろ話聞いていましたら、

天気がよくなったら、最後は臭くなるんですっていう話があったんですね。 

だから、ここの池の清掃あるいは池の管理はどこがやってるんですか。 

○議長（米村 洋君） 生涯学習課長、荒平健二君 

○生涯学習課長（荒平健二君） 池の管理につきましては、現在シルバー人材センタ

ーのほうに、池の清掃のほうの委託を出しております。 

あの藻につきましては、池の清掃が終わった後に、ああいうふうに増え始めたとい

うことになります。以上です。 

○議長（米村 洋君） 吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） 管理はされてると思ったんで、今回減額が出たもんだから、

減額だったらその年にやってもらったらよかったなと思ってちょっと聞いたんですよ。 

地域の人たちが、たまたまいっぱい集まっておられて、ポンプが故障した後、だか

らポンプは、これは補正予算を組んで修繕をしました。 

ところが、地下水がどうも低下してて、水が出ないんだというお話がありましたが、

これは分かりません私は、水は実際出たから。 

しかし、いろいろ聞いたら、ここ数年藻が生えるという話でしたので、シルバーに

出して清掃した後ならもうどうしようもありませんが、予算があれば、ぜひ今年度の

こともあるので、減額するくらいなら使ったらいいなと思ったので、私は意見として

言いました。 

ぜひ、管理をしっかりやっていただきたいと思います。以上です。 

○議長（米村 洋君） ほかに質疑ありませんか。 

西尾正剛君。 

○２番（西尾正剛君） ちょっと戻りまして、補正のほうではこれが最後になります。 

７０ページをお願いいたします。 

学校管理費の中学校組合の負担金なんですが、２５０万減額になってます。 

ちょっと珍しいかなと思って、減額をされるケースが珍しいかなと思うんですが、

この点説明をお願いいたします。 

○議長（米村 洋君） これ学校教育課長なの、総務課長、どっちが答弁すんの。 

２人一緒に答弁するのか。もう１回質疑して、もう１回、西尾議員、もう１回質疑

して。分かりやすく質疑して。 

○２番（西尾正剛君） ７０ページの負担金補助及び交付金のところです。 

３項目ありまして、氷川町及び八代市中学校組合負担金が２５０万減額されており

ます。 

当初で負担金が八代市と氷川町で金額が確定して負担金出すわけなんですが、この
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２５０万減額となった理由をお尋ねいたします。 

○議長（米村 洋君） 総務課長、増永光幸君。 

○総務課長（増永光幸君） 毎年度氷川中学校に負担金として一般会計で支出する分

かと思います。 

氷川中学校の決算状況において、氷川中学校でやった事業費の決算が出ております。 

その関係で支出負担金が決定されたと、そういうところでの負担金の減額という形

になります。 

○議長（米村 洋君） 所管の課長、最終日にまた質疑いたしますから、よろしくお

願いしときます。 

ほかに質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、７７ページ以降、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、１７号について、歳入歳出一括して、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、議案第１８号について、歳入歳出一括して、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、議案第１９号について、歳入歳出一括して、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、議案第２０号について、歳入歳出一括して、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

暫時５分間休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

午後 ２時５８分 

午後 ３時０５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（米村 洋君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

ただいま、議長発議でちょっと聞いていただきたいと思います。 

本日の会議は、これで延会したいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） ご異議なしと認め、これで散会としたいと思います。 

ご苦労さまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 

散会 午後 ３時０７分 

 

 


